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湿
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落
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葦
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荘
園
・
村
落
に
居
住
す
る
百
姓
の
生
活
は
田
畠
耕
作
を
基
本
と
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
地

域
の
自
然
を
自
然
に
近
い
状
態
で
利
用
し
、
生
活
の
糧
と
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
的
自
然
の

利
用
・
用
益
を
「
生
業
」
と
概
念
化
し
、
そ
の
あ
り
方
を
歴
史
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、「
中

世
史
」
と
い
う
時
代
区
分
の
な
か
だ
け
で
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
稿
で
は
、
葦
と
菱

を
事
例
に
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期
の
史
料
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
難

波
浦
で
は
浦
の
用
益
の
一
つ
と
し
て
葦
苅
取
が
平
安
期
か
ら
盛
ん
で
あ
り
、
都
の
需
要
と
結
び
つ
い

て
増
大
し
た
が
、
個
別
の
荘
園
や
村
落
の
排
他
的
独
占
地
域
は
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
琵
琶
湖
周
辺

で
は
鎌
倉
期
か
ら
の
用
益
が
認
め
ら
れ
る
が
、
南
北
朝
期
に
は
荘
園
領
域
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
奥

嶋
庄
で
は
百
姓
等
が
庄
官
と
対
抗
し
つ
つ
自
己
の
独
占
的
排
他
的
葦
場
を
設
定
す
る
。
こ
れ
が
戦
国

期
に
な
る
と
村
の
排
他
的
葦
場
を
確
保
す
る
動
き
が
多
く
な
り
、
当
該
地
域
の
舟
運
・
漁
業
な
ど
の

多
様
な
用
益
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
多
様
的
用
益
を
求
め
る
郷
・
村
の
動
き
も
強
く
、
相
論

が
恒
常
的
と
な
り
、
調
停
も
日
常
的
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
領
主
権
力
に
依
存
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
菱
の
用
益
も
奈
良
・
平
安
期
か
ら
見
ら
れ
る
が 
、
平
安
後
期
の
武
蔵
大
里
郡
の
よ
う
に
水

害
地
に
在
地
側
が
意
図
的
に
栽
培
す
る
こ
と
も
見
ら
れ
、
農
民
の
救
荒
的
食
料
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。

戦
国
〜
江
戸
期
に
は
、
尾
張
や
摂
津
の
湿
地
帯
で
は
、
菱
栽
培
が
都
市
需
要
を
見
込
ん
だ
商
品
的
作

物
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、
菱
を
独
占
的
排
他
的
に
栽
培
す
る
菱
場
を
設
定
す
る
に

は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
葦
・
菱
と
も
に
浦
や
湖
辺
の
湿
地
に
用
益
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
湿
地
の

多
様
な
用
益
の
一
つ
と
し
て
進
展
す
る
の
で
あ
り
、
葦
場
と
し
て
特
化
し
た
用
益
地
の
設
定
に
は
在

地
で
の
抵
抗
が
起
こ
り
、
葦
場
は
設
定
さ
れ
て
も
、
限
定
的
な
方
向
が
在
地
の
相
論
・
調
停
の
な
か

で
展
開
す
る
。
湿
地
用
益
は
、
特
定
の
用
益
目
的
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
も
向
か
う
こ
と
は
少
な
く
、

多
様
な
主
体
と
用
益
形
態
が
展
開
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
方
向
が
在
地
で
の
相
論
・
調
停
の
な
か
で

維
持
さ
れ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
湿
田
」
も
こ
の
よ
う
な
多
様
な
用
益
形
態
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
平
安
期
か
ら
戦
国
末
期
・
江
戸
前
期
に
お
い
て
、
低
湿
地
を
生
活
圏
に

含
む
人
々
が
、
所
与
の
自
然
条
件
を
ど
の
よ
う
に
生
活
資
料
と
し
て
獲
得
し
て
き
た

か
を
、
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
低
湿
地
は
川
・
湖
・
沼
な
ど
と
し
て
現

出
し
て
い
る
が
、
陸
地
と
の
接
点
に
は
人
間
世
界
と
の
接
触
に
よ
り
、「
半
自
然
状

態
」
の
場
（
山
麓
で
の
里
山
）
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、

人
々
は
生
活
・
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
資
料
を
ど
の
よ
う
な
方
式
で
獲
得
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

田
・
畠
は
稲
・
麦
な
ど
を
栽
培
す
る
が
、
自
然
状
態
の
土
地
を
耕
地
に
変
更
（
改

変
）
す
る
。
植
物
の
生
育
過
程
を
人
為
的
に
管
理
す
る
の
に
、
種
（
タ
ネ
）
の
選
別

を
進
め
る
と
と
も
に
、
生
育
の
場
と
な
る
土
地
を
穀
物
生
産
至
上
主
義
で
、
そ
の
目

的
に
特
化
す
る
方
向
で
改
変
す
る
。
地
力
増
進
の
た
め
非
自
然
肥
料
の
投
入
に
も
い

た
る
。
開
発
は
自
然
を
、
農
業
専
門
の
場
に
改
変
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
田
・
畠
は
存
在
す
る
。
従
来
の
農
業
史
研
究
は
田
・
畠
を
主
要
な
対
象
と
し
、
そ

こ
に
お
け
る
生
産
・
分
業
の
あ
り
方
を
解
明
し
、
多
く
は
生
産
力
発
展
を
論
じ
て
き

�

だ
が
最
近
の
気
候
変
動
や
災
害
に
関
す
る
研
究
が
提
出
さ
れ
て
み
る

�
再
検

討
は
必
須
で
あ
ろ
�

　

低
湿
地
に
は
沼
・
池
・
湿
原
・
江
・
淵
・
浦
な
ど
が
存
在
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は

湿
田
（
沼
田
・
堀
田
）
も
出
現
す
る
が
、
そ
れ
で
も
湿
地
と
共
存
し
て
お
り
、
湿
田

も
湿
地
そ
の
も
の
に
逆
戻
り
す
る
。
い
わ
ば
湿
地
の
存
在
形
態
の
一
様
式
と
し
て
湿

田
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
湿
地
は
全
体
と
し
て
多
様
な
植
物
が
繁
茂
し
、
多
様
な

生
物
が
棲
息
す
る
。
そ
こ
を
生
活
圏
と
す
る
人
々
の
用
益
も
多
様
で
あ

�
低
湿
地

の
研
究
と
し
て
は
籠
瀬
良
明
に
『
低
湿
地
』〔
一
九
七
二
年
、
古
今
書
院
〕
な
ど
の
著

作
が
あ
る
。
籠
瀬
は
武
蔵
・
越
後
・
常
陸
な
ど
の
詳
細
な
地
域
調
査
を
実
施
し
、
各

種
地
形
図
の
分
析
に
よ
り
、
中
世
か
ら
近
世
・
近
代
に
お
け
る
湿
田
の
存
在
形
態
と

（
１
）

た
。

（
２
）

と
、

（
３
）

う
。

（
４
）

る
。

改
変
（
乾
田
化
）
を
論
述
し
て
、
中
世
に
お
い
て
は
湿
田
の
比
重
が
高
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
私
も
籠
瀬
の
研
究
を
受
け
な
が
ら
、
荘
園
時
代
の
湿
田
は
乾
田
化
の

前
段
階
と
し
て
扱
う
べ
き
で
な
く
、
独
自
の
形
態
で
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
構
成
的

比
重
も
高
い
こ
と
、
湿
田
と
乾
田
は
自
然
的
条
件
に
規
定
さ
れ
て
存
在
し
て
お
り
併

存
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
た
こ
と
が
あ

�
だ
が
湿
田
の
周
囲
に
は
湿
地
が

広
が
っ
て
い
て
、
湿
地
と
い
う
自
然
条
件
で
の
生
活
資
料
獲
得
（
用
益
）
は
多
様
で

あ
り
、
他
の
用
益
も
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
本
稿
で
は
、
湿
地
と
い
う
自
然
的
条
件
の
な
か
で
の

生
活
資
料
獲
得
の
活
動
を
検
討
し
て
み
る
。
春
田
直
紀
は
、
地
域
に
お
け
る
自
然
諸

条
件
利
用
を
田
・
畠
農
業
だ
け
で
な
く
、
生
活
資
料
と
し
て
獲
得
す
る
活
動
を
「
生

業
」
と
概
念
化
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い

�
春
田
の
提
案
は
若
狭
に
お
け
る
山

林
・
沿
岸
・
平
地
と
い
う
よ
う
な
自
然
条
件
の
も
と
で
の
活
動
を
調
査
・
検
討
し
た

経
緯
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

�
地
域
に
お
け
る
生
活
史
を
自
然
諸
条
件
と
む
き
あ

い
生
活
資
料
を
獲
得
す
る
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
、
と
私

は
受
け
止
め
て
い
る
。

　

本
稿
で
具
体
的
に
扱
う
の
は
湿
地
に
お
け
る
葦
と
菱
で
あ
り
、
荘
園
や
村
落

（
郷
・
村
）
に
よ
る
用
益
形
態
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
葦
に
つ
い
て
は
近
江
琵
琶
湖
畔

を
場
と
し
た
研
究
史
の
蓄
積
が
あ
る
。
琵
琶
湖
葦
は
古
代
・
中
世
の
多
様
な
湖
畔
植

物
用
益
の
一
つ
で
あ
っ
た

�
室
町
・
戦
国
期
に
は
都
市
需
要
が
増
大
し
、
荘
園
や

村
落
は
葦
苅
場
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
と
く
に
戦
国
末
以
降
に
村
有
化
、
入
会
化

の
方
向
を
た
ど
る
が
、
藤
木
久
志
は
「
村
の
当
知
行
」
と
し
て
概
念
化
し
、
村
（
自

力
の
村
）
と
し
て
葦
場
を
確
保
し
て
い
る
と
論
じ

�
湿
地
葦
の
用
益
・
管
理
（
所

有
）
の
主
体
と
し
て
、
領
主
制
は
充
分
に
は
成
長
せ
ず
、
村
（
村
落
）
が
登
場
し
て

く
る
、
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
藤
木
説
は
現
代
を
見
据
え
た
積
極
的
な
提
言
で
あ
る
が
、

本
稿
は
そ
れ
を
う
け
な
が
ら
も
、
村
が
葦
場
の
知
行
主
体
と
し
て
登
場
す
る
経
緯
・

理
由
を
、
湿
地
と
い
う
自
然
条
件
で
の
生
活
資
料
獲
得
の
諸
段
階
の
な
か
で
、
検
討

し
て
み
た
い
。
ま
た
菱
に
つ
い
て
は
、
ク
ワ
エ
な
ど
と
と
も
に
池
・
沼
に
生
育
す
る

（
５
）

る
。

（
６
）

る
。

（
７
）

り
、

（
８
）

が
、

（
９
）

る
。
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植
物
の
一
つ
で
食
料
と
な
る

�
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
る
か
、
従
来
は
充

分
な
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
。
菱
の
獲
得
活
動
を
湿
地
帯
の
用
益
の
一
つ
と
し
て
考

察
し
て
み
た
い
。

笊 
難
波
浦
の
葦

（
１
） 
難
波
浦
の
葦
苅
り

　

平
安
期
は
畿
内
の
史
料
が
多
い
の
で
、
湿
地
と
言
う
と
先
ず
は
淀
川
下
流
域
と
く

に
摂
津
難
波
が
目
に
つ
く
。
難
波
は
「
難
波
浦
」・「
難
波
渡
」・「
難
波
江
」
と
表
現

さ
れ
る
水
辺
地
帯
で
あ
り
、
河
川
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
こ
の
地
の
沿
岸
部
に
は
葦

（
蘆
・
葭
と
も
書
く
が
葦
で
代
表
さ
せ
る
）
が
繁
茂
し
、
葦
苅
り
が
展
開
し
て
い
た
。

〔
葦
原
と
葦
苅
り
〕

　

「
今
昔
物
語
」
に
は
平
安
時
代
の
葦
の
用
益
を
示
す
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず

検
討
し
た
い
の
が
「
巻
三
十
第
五　

身
貧
シ
キ
男
ニ
去
ラ
レ
シ
妻
、
成
摂
津
守
妻

語
」
で
あ
る
。
京
の
貧
し
い
生
者
（
一
人
前
で
な
い
者
）
夫
妻
は
貧
し
き
故
に
別
れ

た
が
、
ま
も
な
く
妻
は
再
婚
し
、
再
婚
の
夫
が
摂
津
守
と
な
っ
た
の
で
、
と
も
に
任

国
に
下
っ
た
。
妻
は
そ
こ
で
元
の
夫
の
姿
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
夫
は
「
遂
ニ

京
ニ
モ
否
不
居
デ
、
摂
津
ノ
国
ノ
辺
ニ
迷
ヒ
行
テ
偏
ニ
田
夫
ニ
成
テ
人
ニ
被
仕
ケ
レ

ド
モ
□
□
ニ
下
衆
ノ
為
ル
田
作
リ
・
畠
作
リ
・
木
ナ
ド
伐
ナ
ド
様
事
ヲ
モ
、
不
習
ヌ

心
地
ナ
レ
バ
否
不
為
デ
有
ケ
ル
」
た
め
に
、
そ
の
主
人
は
こ
の
男
を
「
難
波
ノ
浦
ニ

葦
ヲ
苅
ニ
遣
タ
リ
ケ
レ
バ
、
行
テ
葦
ヲ
苅
ケ
ル
」
と
い
う
姿
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

男
は
田
夫
と
な
っ
て
い
た
が
、
田
作
・
畠
作
・
木
伐
の
よ
う
な
技
術
が
な
く
、
主
人

は
葦
苅
り
に
遣
わ
し
た
。
そ
の
場
所
が
難
波
浦
で
あ
る
。
主
人
の
家
か
ら
は
少
し
離

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
摂
津
守
夫
妻
が
や
っ
て
き
て
、「
其
ノ
浦
ニ
葦
苅

ル
下
衆
多
カ
リ
ケ
リ
」
な
か
に
、
妻
は
こ
の
男
を
見
つ
け
る
。
難
波
浦
に
は
大
勢
の

（　

）
１０が
、

下
衆
が
葦
苅
り
に
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
難
波
浦
の
葦
は
不
特
定
の
人
間
に
開

放
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
働
く
元
の
夫
は
土
に
ま
み
れ
て
い
た
が
、

「
膕
・
脛
ニ
ハ
蛭
ト
云
フ
物
食
付
テ
」
出
血
し
て
い
た
。
浦
は
湿
地
帯
で
あ
り
、
蛭

の
棲
息
地
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
話
は
「
大
和
物
語
」
に
類
話
が
あ
り
（
百
四
十
八
段
）、
ま
た
「
謡
曲
葭
苅
」

の
原
話
と
な
っ
て
い
る
。「
大
和
物
語
」
と
「
今
昔
物
語
」
と
較
べ
る
と
、「
大
和
物

語
」
で
は
難
波
で
再
会
し
た
男
女
の
歌
（
感
情
）
の
交
換
が
主
題
と
な
っ
て
い
て
、

難
波
の
描
写
は
具
体
的
で
な
い
。「
今
昔
物
語
」
も
再
会
し
た
男
女
の
感
情
描
写
が

主
題
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
が
、
難
波
浦
と
そ
こ
で
葦
苅
り
を
す
る
男
の
姿
が

具
体
的
で
あ
る
。
成
立
期
は
「
大
和
物
語
」
が
早
い
が
（
一
〇
世
紀
中
頃
）、「
今
昔

物
語
」
が
そ
の
模
倣
だ
け
で
は
な
く
、「
今
昔
物
語
」
成
立
期
（
十
二
世
紀
前
半
）

の
難
波
浦
の
様
子
を
幾
分
な
り
と
も
反
映
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
�

　
「
今
昔
物
語
」
に
お
け
る
葦
苅
り
叙
述
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

身
を
持
ち
崩
し
た
男
は
摂
津
の
あ
る
主
人
の
も
と
で
仕
わ
れ
た
が
、
田
作
・
畠
作
・

木
樵
な
ど
の
多
少
と
も
技
能
を
要
す
る
作
業
は
不
得
手
で
あ
り
、
葦
苅
り
に
遣
わ
さ

れ
た
。
葦
苅
り
は
だ
れ
で
も
が
で
き
る
粗
野
な
労
働
な
の
で
あ
る
。
そ
の
葦
苅
り
に

は
主
人
に
命
じ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
同
じ
よ
う
な
下
衆
が
お
お

く
集
ま
り
葦
を
苅
っ
て
い
た
。
こ
の
難
波
浦
は
周
辺
の
住
民
（
そ
の
下
部
）
が
自
由

に
出
入
り
し
、
葦
を
苅
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
少
し
の
労
働
で
蛭
に
食
わ
れ
て
し
ま

う
よ
う
な
、
自
然
生
的
な
場
所
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
住
人
た
ち
は
こ
の

浦
・
葦
場
を
用
益
す
る
の
に
、
な
に
か
人
為
的
な
作
用
を
施
し
て
い
た
様
子
は
叙
述

に
は
う
か
が
え
な
い
。
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
に
ち
か
い
状
況
で
利
用
し
て
い

る
、
と
見
ら
れ
る
。

〔
葦
を
敷
い
た
宅
地
開
発
〕

　

「
今
昔
物
語
」
に
は
ま
た
難
波
浦
の
葦
を
用
い
た
京
屋
地
開
発
の
話
が
見
え
る

（「
巻
二
十
六
第
十
三　

兵
衛
佐
上
o
主
、
於
西
八
条
見
得
銀
語
」）。
上
o
主
（
ア

（　

）
１１る
。

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志
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ゲ
ヲ
ノ
ヌ
シ
）
と
あ
ざ
な
さ
れ
る
兵
衛
佐
某
は
京
西
八
条
で
石
を
買
い
取
り
細
か
く

砕
い
て
売
っ
て
財
を
つ
く
っ
た
が
、
や
が
て
「
西
ノ
四
条
ヨ
リ
北
、
皇
賀
門
ヨ
リ
ハ

西
、
人
モ
住
ヌ
浮
ノ
ユ
ウ
� 
�
ト
為
ル
一
町
余
許
有
」
を
買
い
取
っ
た
。「
浮
」
と

は
低
湿
地
で
あ
り
、
も
と
の
持
ち
主
は
「
不
用
ノ
浮
ナ
レ
バ
□
畠
ニ
モ
否
作
マ
ジ
、

家
モ
不
作
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
不
用
ノ
所
」
と
思
い
、
安
価
で
売
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

時
期
の
西
京
は
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

�
湿
地
と
な
っ
て
い
た

箇
所
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
上
o
主
は
、
こ
の
湿
地
を
宅
地
に
開
発
し
た
。
か

れ
は
難
波
浦
に
行
き
、
葦
を
苅
り
取
り
、
京
に
運
ん
だ
の
で
あ
る
。

上
o
ノ
主
、
コ
ノ
浮
ヲ
買
取
テ
後
、
摂
津
ノ
国
ニ
行
ヌ
、
船
四
五
艘
・
�
ナ
ド

具
シ
テ
、
難
波
ノ
辺
ニ
行
テ
、
酒
・
粥
ナ
ド
ヲ
多
ク
儲
ケ
、
亦
鎌
ヲ
多
ク
儲
ケ
、

往
還
ノ
人
ヲ
多
ク
招
キ
寄
テ
、
其
酒
・
粥
ヲ
皆
飲
ム
。
然
テ
「
其
替
ニ
ハ
此
葦

苅
テ
少
シ
得
サ
セ
ヨ
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
或
ハ
四
五
束
、
或
ハ
十
束
、
或
ハ
二
三

束
苅
テ
取
ラ
ス
。
如
此
三
四
日
苅
セ
ケ
レ
バ
、
山
ノ
如
ク
苅
セ
積
、
其
ヲ
船
十

余
艘
ニ
積
テ
…

　

難
波
浦
に
行
き
、
船
・
�
（
ひ
ら
た
ぶ
ね
）
を
整
え
（
雇
い
）、
酒
・
粥
を
大
量
に

用
意
し
、
人
足
を
雇
っ
て
葦
を
苅
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
酒
・
粥
は
労
賃
で
あ
り
、

船
・
�
は
湿
原
で
葦
を
苅
り
、
積
む
。
�
は
板
状
の
簡
便
な
舟
で
あ
り
、
湿
原
を
移

動
す
る
に
便
利
で
あ
っ
た
。
上
o
主
は
京
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
難
波
に
行
き
、
人
手
を
雇

い
葦
を
苅
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
量
（
船
十
余
艘
分
）
の
葦
を
獲
得
で
き
る
ほ
ど

に
難
波
浦
で
は
葦
が
生
育
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
大
量
の
葦
は
京
に
運
ば
れ
て
湿
地
開
発
に
使
用
さ
れ
た
。
運
送
に
も
船
が
つ

か
わ
れ
、
人
を
雇
い
引
か
せ
た
。

京
ヘ
上
ル
ニ
、
往
還
ノ
下
衆
共
ニ
「
只
ニ
過
ム
ヨ
リ
ハ
此
船
ノ
縄
手
引
ケ
」
ト

云
ケ
レ
バ
、
酒
ヲ
シ
多
ク
儲
ケ
タ
レ
バ
、
酒
ヲ
呑
ツ
、
綱
手
ヲ
引
ケ
バ
、
糸
疾

ク
賀
茂
河
尻
ニ
引
付
ツ
。
其
後
ハ
車
借
テ
物
ヲ
取
セ
ツ
ゝ
運
ビ
、
往
還
ノ
下
衆

共
ニ
、
如
此
酒
ヲ
呑
セ
テ
、
其
買
得
タ
ル
浮
ノ
所
ニ
皆
運
来
ヌ
。
然
テ
、
其
葦

ヲ
其
浮
ニ
敷
テ
、
其
上
ニ
其
辺
土
ヲ
救
テ
、
下
衆
共
ヲ
多
ク
雇
テ
刎
置
テ
、
其

（　

）
１２が
、

上
ニ
屋
ヲ
造
ニ
ケ
リ
。

　

葦
を
積
ん
だ
船
十
余
艘
は
往
還
人
に
綱
手
を
曳
か
れ
て
、
賀
茂
河
尻
に
着
い
た
。

こ
こ
は
淀
川
上
流
部
に
あ
り
、
京
へ
の
物
資
が
降
ろ
さ
れ

�
そ
こ
か
ら
は
車
を
雇

い
、
例
の
浮
地
（「
四
条
ヨ
リ
北
皇
賀
門
ヨ
リ
ハ
西
」）
に
運
び
込
ん
だ
。
葦
は
浮
に

敷
き
込
ま
れ
て
、
そ
の
上
に
は
土
が
刎
ね
置
か
れ
た
。
大
量
の
葦
と
土
が
つ
か
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
京
都
市
中
は
伏
流
水
が
流
れ
湿
地
化
し
や
す
い
と
見
ら
れ
る
が
、
地

下
排
水
に
葦
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宅
地
開
発
は
成
功
し
た
よ
う
で
、
南

隣
の
「
大
納
言
源
ノ
定
ト
云
ケ
ル
人
」
が
買
い
取
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
話
で
は
、
京
の
住
人
が
西
四
条
の
浮
地
開
発
に
摂
津
難
波
浦
で
葦
を
手
に
入

れ
て
い
る
。
人
手
を
雇
い
苅
り
取
り
、
船
で
京
ま
で
運
ん
で
い
る
。
難
波
浦
ま
で
で

か
け
た
の
は
、
難
波
浦
と
京
と
の
交
通
が
発
達
し
て
お
り
、
ま
た
人
手
を
雇
う
に
便

が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
平
安
京
の
宅
地
開
発
に
と
も
な
う

葦
需
要
に
難
波
浦
の
葦
が
こ
た
え
て
い
た
。
難
波
浦
住
人
の
葦
苅
り
と
葦
売
買
は
地

域
需
要
と
い
う
以
上
に
京
の
需
要
に
促
さ
れ
て
い
た
、
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
難
波
浦
の
葦
場
は
周
辺
住
人
の
需
要
の
た
め
に
開
放
的
に
用
益
さ
れ
、

京
の
都
市
宅
地
開
発
の
需
要
で
直
接
に
調
達
さ
れ
る
動
き
に
も
開
放
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
紛
争
を
引
き
起
こ
す
事
態
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
に
は
荘
園
制
は

展
開
し
て
い
た
が
、
難
波
浦
の
葦
は
個
別
荘
園
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
公
私
共

利
の
場
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
�

笆 
琵
琶
湖
畔
の
湿
地
と
葦

（
１
） 
湿
地
・
湿
田
と
ネ
コ
カ
キ

〔
軍
馬
の
足
を
と
る
深
田
〕

　

琵
琶
湖
畔
に
は
湿
地
や
砂
州
が
広
が
っ
て
い
た
。
砂
州
の
背
後
に
は
、
陸
地
と
の

間
に
湿
地
・
湿
田
も
見
ら
れ
た
。
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
八
月
末
、
後
醍
醐
天
皇

（　

）
１３る
。

（　

）
１４る
。
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が
笠
置
に
移
り
、
天
皇
に
偽
装
し
た
大
納
言
藤
原
師
賢
が
比
叡
登
山
す
る
と
、
六
波

羅
か
ら
幕
府
軍
が
坂
本
に
押
し
寄
せ
、「
唐
崎
濱
」
に
て
合
戦
と
な
っ
た
。
こ
こ
は

琵
琶
湖
に
面
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
戦
闘
の
特
徴
を
「
太
平
記
」
は
次
の
よ

う
に
叙
述
す
る
。

唐
崎
ノ
濱
申
ハ
東
ハ
湖
ニ
テ
、
其
汀
崩
タ
リ
。
西
ハ
深
田
ニ
テ
馬
ノ
足
立
ズ
、

平
沙
渺
々
ト
シ
テ
道
セ
バ
シ
。
後
ヘ
取
マ
ハ
サ
ン
ト
ス
ル
モ
叶
ズ
。
サ
レ
バ
衆

徒
モ
寄
手
モ
互
ニ
立
タ
ル
者
計
戦
テ
、
後
陣
ノ
勢
ハ
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
見
物
シ
テ
ゾ

磬
ヘ
タ
ル
。（
巻
第
二
）

　

唐
崎
は
琵
琶
湖
西
岸
で
あ
る
が
（
大
津
市
）、
そ
こ
に
は
汀
が
で
き
、
平
沙
が
連

な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
背
後
（
西
）
は
深
田
が
広
が
っ
て
い
た
、
と
い
う
。
こ
の
記

事
が
陰
暦
八
月
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
深
田
は
収
穫
前
後
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
馬
の
足
が
立
た
ぬ
程
の
湿
田
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
強
度
の
湿
田
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
水
田
が
砂
州
背
後
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
ネ
コ
カ
キ
〕　

　

嘉
元
三
年
に
無
住
が
著
し
た
「
雑
談
集
」
に
は
、
比
叡
山
の
「
房
主
」
で
弟
子
を

多
く
抱
え
る
僧
の
話
が
載
せ
ら
れ
る
（
巻
三
）。
弟
子
た
ち
が
空
腹
を
紛
ら
わ
す
に

雑
談
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
房
主
は
「
近
江
ノ
湖
ニ
猫
カ
キ
ヲ
シ
キ
満
テ
ゝ
、

上
ニ
土
モ
チ
テ
田
作
タ
ラ
ム
ニ
、
数
千
町
ア
ル
ベ
シ
」
と
言
っ
て
、
琵
琶
湖
畔
開
発

を
計
画
し
弟
子
に
配
分
し
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
房
主
の
計
画
・
夢
想
で
あ
り
、
実

際
の
話
を
記
述
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
が
叡
山
僧
の
房
（
坊
）
は
山
下
に
も
多
く
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
琵
琶
湖
畔
の
水
田
状
況
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な

い
。
房
主
は
「
近
江
ノ
湖
」（
琵
琶
湖
）
の
水
際
に
あ
る
湿
地
帯
に
「
猫
カ
キ
」
と

い
う
物
を
敷
い
て
そ
の
上
に
土
を
入
れ
て
水
田
化
す
る
計
画
で
あ
る
。
水
田
と
宅
地

の
違
い
は
あ
る
が
、
お
な
じ
湿
地
の
開
発
で
あ
り
、
さ
き
の
京
中
で
の
宅
地
開
発
と

の
比
較
検
討
を
し
て
み
た
い
。

　

「
猫
カ
キ
」
は
「
藁
で
編
ん
だ
む
し
ろ
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
）
と
い
う
。

『
古
事
類
苑
』（
遊
戯
部
）
は
「
倭
訓
栞
」
の
「
ね
こ
が
き　

猫
掻
と
書
り
、
倚
廬

に
し
か
せ
ら
る
ゝ
物
也
と
い
へ
り
、
顕
昭
説
に
よ
れ
ば
つ
か
な
み
わ
ら
く
み
な
ど
い

ふ
に
同
じ
と
い
へ
り
、
加
茂
よ
り
奉
る
と
い
ふ
、
ま
た
蹴
鞠
の
御
遊
に
か
ゝ
り
に
敷

も
の
を
い
ふ
、
今
も
田
舎
の
牀
に
は
ね
こ
だ
と
い
ひ
、
ま
た
木
曽
路
に
て
大
な
る
筵

の
如
き
物
を
ね
こ
と
い
へ
り
」
と
の
解
説
を
載
せ
る
。
公
家
社
会
で
も
敷
物
と
し
て

用
い
ら
れ
た
が
、
田
舎
で
は
床
に
敷
い
た
り
、
木
曽
で
は
筵
を
意
味
し
た
。
地
方
で

は
猫
カ
キ
が
日
常
的
に
、
生
活
の
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
筵
の
よ
う
な
敷
物
を
意

味
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

生
活
用
具
と
し
て
の
「
ネ
コ
カ
キ
」（
ネ
コ
と
も
い
う
）
は
群
馬
県
吾
妻
郡
で
は

昭
和
四
十
年
代
ま
で
は
庭
先
に
敷
い
て
穀
類
を
乾
燥
す
る
の
に
用
い
た
と
い
う
（
吾

妻
郡
出
身
の
農
業
史
研
究
者
で
あ
る
宮
崎
俊
弥
の
談
）。
ま
た
新
潟
県
浦
佐
の
毘
沙

門
堂
裸
押
し
合
い
祭
り
は
新
年
の
豊
作
祈
願
祭
で
あ
る

�
そ
こ
で
は
「
ネ
コ
カ

キ
」
が
堂
内
に
敷
か
れ
た
。
こ
の
「
ネ
コ
カ
キ
」
は
若
衆
が
押
し
合
う
床
に
敷
か
れ

る
が
、
稲
藁
で
作
ら
れ
る
。
葦
や
萱
で
は
な
く
稲
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
祭
礼

が
稲
豊
作
祈
願
祭
の
性
格
を
強
め
て
い
る
た
め
か
と
お
も
わ
れ
、
本
来
は
稲
藁
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
魚
沼
地
域
で
は
冬
に
子
牛
を
寒
さ
か

ら
守
る
た
め
「
ネ
コ
カ
キ
」
を
敷
い
た
と
い
う
。「
ネ
コ
カ
キ
」
に
か
ん
す
る
民
俗

資
料
は
少
な
く
、
湿
地
で
の
使
用
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
生
活
用
具
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
た
。

　
「
雑
談
集
」
に
見
え
る
叡
山
の
「
房
主
」
も
猫
カ
キ
を
日
常
生
活
の
場
で
使
用
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
湖
畔
開
発
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
用
材
は
山
間
部
と
は
こ
と
な
り
、
琵
琶
湖
畔
で
は
葦
で
あ
ろ
う
。
葦
で

作
っ
た
猫
カ
キ
を
土
中
に
敷
き
、
こ
れ
で
排
水
の
便
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る

（『
ヨ
シ
の
文
化
史
』
の
著
者
で
あ
り
近
江
八
幡
市
円
山
で
ヨ
シ
博
物
館
を
開
い
て
い

る
西
川
嘉
廣
の
談
で
は
、
葦
は
暗
渠
排
水
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
）。

今
昔
物
語
の
京
浮
地
開
発
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

（　

）
１５が
、
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（
２
） 
室
町
・
戦
国
期
の
琵
琶
湖
畔
の
葦                    

〔
奥
嶋
庄
馬
料
の
葦
〕

　

観
応
元
（
一
三
五
〇
）
年
十
月
九
日
、
近
江
奥
嶋
庄
百
姓
等
は
預
所
の
新
儀
非
法

九
ヶ
条
を
訴
え
た
が
〔『
大
島
神
社
・
奥
津
島
神
社
文
書
』〕、
そ
の
う
ち
の
一
つ
（
第

九
条
）
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

一
、
一
庄
の
百
姓
等
、
馬
飼
所
の
�
に
、
岩
蔵
の
澤
お
い
て
あ
し
を
は
や
し
お

　
　
　
　

く
と
こ
ろ
、
毎
年
堺
を
さ
ゝ
れ
被
苅
取
難
堪
事
、

　

奥
嶋
庄
の
百
姓
た
ち
は
、「
馬
飼
所
」
と
し
て
、
葦
を
「
は
や
し
お
」
い
て
い
た

と
こ
ろ
、
預
所
の
た
め
に
毎
年
苅
り
取
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。「
馬
飼
所
」
と
い

う
の
は
馬
草
用
地
と
し
て
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
の
『
百
姓
伝
記
』（
巻
十

三
）
に
も
葦
の
用
途
と
し
て
「
馬
草
に
か
り
」
と
見
え
る
。
こ
の
史
料
で
は
「
は
や

し
お
く
」（
生
や
し
置
く
）
と
い
う
表
現
が
注
目
さ
れ

�
奥
嶋
庄
百
姓
達
の
主
張

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
岩
蔵
の
澤
に
葦
を
生
や
し
馬
草
に
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

預
所
に
先
を
こ
さ
れ
て
刈
り
取
ら
れ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
葦
場
は
他
に
も
あ
る

が
、
馬
草
よ
う
に
、
若
葉
を
刈
り
取
る
た
め
に
、
岩
蔵
の
澤
に
葦
を
生
や
し
て
お
い

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
葦
は
か
な
り
計
画
的
育
成
で
あ
る
。

　

百
姓
等
の
葦
場
用
益
の
形
態
を
考
え
て
み
る
と
、
預
所
の
行
為
を
「
堺
を
さ
ゝ
れ

被
苅
取
」
と
非
難
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
百
姓
達
の
葦
場
は
堺
を
持
っ
て
い
た
。
堺

と
い
う
か
ら
に
は
何
か
で
区
切
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
自
然
そ
の
も
の
で
は
困

難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
は
や
し
お
く
」
と
い
う
文
言
に
注
目
す
る
と
、
葦
の
生
育

に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
天
正
九
年
の
安
治
村
掟
に
は
「
あ
お
あ

し
」・「
か
れ
あ
し
」
の
表
現
も
見
ら
れ
る
（
後
述
）。
琵
琶
湖
東
岸
で
は
苅
り
取
り

後
や
春
先
の
葦
原
火
入
れ
が
見
ら
れ
る

�
こ
の
時
代
で
も
想
定
し
て
い
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
は
や
し
お
く
」
と
い
う
表
現
に
は
葦
生
育
過
程
へ
の
人
意
的
関
与

が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
の
関
与
と
し
て
は
火
入
れ
以
外
は
考
え
に
く
い
。
葦
の

「
は
や
し
お
く
」
に
つ
い
て
は
葦
場
で
の
火
入
れ
作
業
を
含
め
て
解
釈
し
て
お
き
た

（　

）
１６る
。

（　

）
１７が
、

い
。
堺
と
い
う
の
は
、
百
姓
達
が
火
入
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
区
域
で

あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
い
場
所
と
し
て
「
岩
蔵
の
澤
」（
近
江
八
幡
市
）
を

選
ん
で
い
た
の
で
あ

�
用
益
と
し
て
は
、
火
入
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
り
葦
の
生
育

を
管
理
す
る
、
一
種
の
管
理
栽
培
（
半
栽
培
）
を
想
定
し
て
お
き
た
�

　

い
っ
ぽ
う
預
所
の
行
為
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。「
毎
年
堺

を
さ
ゝ
れ
被
苅
取
」
と
百
姓
等
に
指
弾
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の
こ
と
だ

け
で
な
く
、
毎
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
預
所
の
新
儀
非
法
九
ヶ
条
全
体
は
、
御
所

山
で
の
材
木
伐
採
と
坂
本
へ
の
運
搬
（
第
一
条
）、
栗
見
庄
で
の
田
地
耕
作
と
稲
の

坂
本
運
搬
（
第
二
条
）、
坂
本
で
の
労
働
（
第
四
条
）、
蕨
・
今
法
（
牛
蒡
）
の
収
穫

と
坂
本
運
搬
（
第
六
条
）、
河
骨
（
不
詳
）
を
掘
り
坂
本
へ
の
運
搬
（
第
八
条
）
な

ど
、
物
資
を
坂
本
へ
運
搬
さ
せ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
坂
本
へ
の
運
送
は
船
に
頼

る
が
、
船
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
陸
地
は
馬
で
の
運
搬
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
秣
と

し
て
「
は
や
し
お
く
と
こ
ろ
」
の
葦
（
青
葦
）
が
強
制
的
に
奪
取
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
大
量
の
青
葦
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。　
　

　

い
っ
ぽ
う
の
奥
嶋
庄
百
姓
等
も
馬
を
使
っ
た
稼
ぎ
を
営
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
、
青

葦
を
必
要
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
青
葦
中
心
の
用
益
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
青

葦
・
生
育
葦
を
含
む
葦
全
体
を
、
必
要
に
応
じ
て
葦
場
に
求
め
て
い
た
。
た
だ
こ
の

段
階
の
百
姓
達
は
、
奥
嶋
庄
百
姓
等
と
し
て
、
村
で
は
な
く
、
荘
園
百
姓
の
惣
結
合

と
し
て
、
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
岩
蔵
の
沢
の
葦
は
奥
嶋
庄
百
姓
全
体
に
開
放

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
庄
の
他
の
自
然
条
件
利
用
と
同
様
な
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
奥
嶋
庄
が
も
つ
多
様
な
自
然
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
庄
全
体
に
帰
属
し
て

い
る
。
前
述
し
た
難
波
浦
葦
の
用
益
と
は
段
階
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　
　

〔
兵
主
郷
安
治
村
の
葦
・
葦
場
〕

　

安
治
村
は
琵
琶
湖
東
湖
畔
に
位
置
し
村
と
し
て
蘆
場
を
管
理
し
て
い
る
。
安
治
村

は
兵
主
郷
一
八
村
の
一
で
あ
る
が
、
兵
主
郷
全
体
の
村
落
構
造
に
つ
い
て
は
橋
本
道

範
論
文
が
包
括
的
検
討
を
加
え
て
い

�
ま
た
安
治
区
有
文
書
の
最
古
の
史
料
で
あ

（　

）
１８る
。

（　

）
１９い
。

（　

）
２０る
。
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る
「
い
ろ
� 
�
帳
」
は
惣
の
年
代
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
宮

島
敬
一
の
考
察
が
あ
る
�

そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
葦
の
用
益
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
は
「
い
ろ
� 
�
帳
」
の
な
か
に
見
え
る
蘆
相
論
裁
定
に
関
わ
る
箇
所
を
引
用

し
よ
う
（
写
真
帳
を
参
照
し
た
、
傍
線
は
引
用
者
）。

（
ア
）兵
主
安
治
村
よ
し
の
事
、
さ
お
い
な
き
所
ニ
し
や
け
と
し
て
い
ら
ん
ニ
お
よ
ふ

事
、
こ
ん
ヽ
ヽ
た
う
た
ん
の
事
な
り
、
但
し
さ
い
あ
る
へ
き
こ
と
あ
ら
ハ
し
や

け
よ
り
い
て
申
さ
れ
候
と
、
て
わ
殿
よ
り
申
さ
れ
申
さ
れ
候
へ
共
、
い
て
す
候

は
ん
う
へ
ハ
、
安
ち
村
と
し
て
永
代
ち
き
ょ
う
あ
る
へ
き
也
、
し
や
け
よ
り
の

あ
と
か
き
也
、
明
應
三
年
〈
き
の
へ
寅
〉
八
月
廿
二
日
つ
く
也
、

（
イ
）お
な
し
き

寅
と
し
の
六
月
一
日
二
日
に
よ
し
お
う
へ
候
所
ニ
、
の
田
の
物
い
わ
れ
な
き
よ

し
を
う
へ
候
と
申
候
て
ひ
き
候
ハ
ん
と
申
所
ニ
、
同
七
月
廿
三
日
よ
り
廿
六
日

ま
て
さ
た
に
ん
の
と
う
し
や
う
ニ
よ
し
お
ひ
か
せ
候
ハ
、
く
し
お
し
て
く
し
に

あ
ち
村
か
ち
申
さ
れ
候
ハ
ヽ
、
さ
た
に
ん
と
し
て
よ
し
お
う
へ
候
て
か
や
う
可

申
〔　
　
　
　
　

〕
共
、
此
方
よ
り
き
□
す
候
所
ニ
同
廿
七
日
〔　
　

〕
の
た

郎
左
衛
門
殿
・〔　
　

〕
殿
・
た
う
し
う
殿
〔　
　
　
　
　
　

〕
さ
た
に
ん
の

た
う
し
う
と
〔　
　
　

〕
事
に
て
候
間
そ
の
ま
ヽ
や
れ
候
て
、
廿
八
日
ニ
の
た

よ
り
□
□
□
殿
な
か
わ
ち
た
う
し
う
の
む
さ
に
て
お
ゑ
り
か
た
の
よ
し
お
ち
ん

と
ひ
き
て
か
ち
と
申
候
て
ひ
き
候
な
り
、
そ
の
く
ち
同
寅
八
月
九
日
ニ
又
よ
し

お
う
へ
申
候
な
り
、

（
ウ
）お
な
し
き

寅
八
月
十
三
日
の
か
ん
た
ち
殿
と
し
や
う
け
と
四
合
内
の
六
条
五
条
の
田
村
三

方
と
し
て
兵
主
の
神
ち
ゅ
う
と
か
う
し
て
又
よ
し
お
ひ
き
候
ハ
ん
と
申
所
ニ
、

い
は
殿
御
せ
い
は
い
お
つ
け
申
所
ニ
と
の
し
や
け
三
〔　
　
　
　

〕
ゑ
り
こ
ゑ

り
の
く
さ
い
の
ま
へ
〔　
　
　
　

〕
の
〔　
　
　

〕
か　
　
　

り
あ
け
候
て
と

わ
□
□
お
す
る
ニ
よ
て
、
と
の
ヽ
殿
・
同
ま
こ
三
郎
兵
衛
殿
・
あ
わ
ち
村
新
左

衛
門
中
方
三
人
し
て
あ
け
申
也
、
寅
と
し
の
ね
ん
き
や
う
し
ハ
明
應
三
年
寅
八

（　

）
２１が
、

月
十
三
日　
　
　
　
　
　

新
左
衛
門
〔　

〕

（
エ
）又
し
や
け
よ
り
せ
ん
き
も
な
き
水
の
き
よ
〔　
　
　

〕
お
も
て
と
申
所
ニ
せ
ん

き
も
な
き
と
申
候
ハ
ヽ
〔　
　
　
　
　

〕
す
候
に
、
と
の
よ
り
兵
主
方
お
ゑ
ん

に
と
り
候
て
い
た
わ
〔　
　

〕
ま
て
候
、
や
と
い
申
と
申
さ
れ
候
間
、
四
人
や

り
申
候
〔　

〕、
い
た
ハ
や
り
候
ま
て
候
、
此
使
ハ
ま
こ
四
郎

明
應
六
年
丁
巳
十
一
月
二
日　
　
　
　
　
　

ね
ん
き
や
う
し
ハ
ひ
か
し
入
道
也

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ
う
。（
ア
）
の
部
分
で

は
、
安
治
村
の
葦
は
「
相
違
な
し
」
と
安
堵
さ
れ
て
い
た
が
、「
し
や
け
」（
社
家
）

か
ら
違
乱
が
あ
り
相
論
と
な
っ
た
。
が
、
社
家
は
「
て
わ
殿
」（
出
羽
殿
）
に
出
頭

し
な
か
っ
た
の
で
安
治
村
の
勝
利
と
な
り
、「
安
治
村
と
し
て
永
代
ち
き
ょ
う
あ
る

へ
き
也
」
と
の
裁
許
が
出
羽
殿
か
ら
だ
さ
れ
、
社
家
も
追
認
し
た
。
藤
木
久
志
の
い

う
「
村
の
当
知
行
」
で
あ

�
こ
の
知
行
を
違
乱
し
た
社
家
と
は
、
安
治
村
を
含
む

兵
主
郷
に
氏
人
を
有
す
る
兵
主
神
社
の
社
家
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
っ
た
ん
は
領
主

裁
許
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
安
治
村
も
兵
主
郷
一
八
箇
村
の
一
村
で
あ
り
、
兵
主
郷

と
は
独
立
的
関
係
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
兵
主
郷
と
の
関
係
は
払
拭
し
き
れ
ず

「
兵
主
安
治
村
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
安
治
村
葦
の
当
知
行
を
公
認
し
て
い

る
の
は
「
て
わ
殿
」（
伊
場
出
羽
守
）
で
あ
り
、「
村
の
当
知
行
」
は
六
角
氏
家
中
の

支
配
下
に
入
る
こ
と
で
実
現
し
て
い
る
。
前
代
に
は
安
治
村
人
は
兵
主
郷
人
で
も

あ
っ
た
が
（
郷
‐
村
の
二
重
構
成
）、
安
治
村
に
一
元
的
に
帰
属
す
る
こ
と
で
葦
場

用
益
を
実
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
想
像
で
き
る
。
た
だ
こ
う
し
た
個
別
村
落

（
安
治
村
）
の
葦
場
当
知
行
が
兵
主
郷
・
社
家
と
い
う
在
地
で
の
承
諾
の
上
に
機
能

し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
（
イ
）
の
部
分
は
文
書
読
解
そ
の
も
の
に
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
り
不
分
明
で
あ
る

が
、
安
治
村
と
し
て
植
え
た
葦
を
、
野
田
村
の
者
が
「
い
わ
れ
な
き
よ
し
を
う
へ

候
」（
謂
な
き
葦
を
植
え
た
）
と
訴
え
た
。「
い
わ
れ
な
き
」
と
は
正
当
性
が
な
い
と

の
趣
旨
で
あ
る
が
、
葦
を
植
え
る
こ
と
自
体
は
他
に
も
見
え
る
の
で
、
植
え
る
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
場
所
に
植
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
野
田
村
は
安
治
村
の
東

（　

）
２２る
。
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隣
の
村
で
あ
り
、
安
治
村
側
の
植
葦
行
為
が
安
治
村
葦
場
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
、

と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
境
界
地
帯
に
葦
が
植
え
ら
れ
て
、
自
村
の
領
域

が
侵
さ
れ
た
と
の
認
識
で
あ
ろ
う
が
、
事
態
は
少
し
複
雑
の
よ
う
に
見
え
る
。
野
田

村
か
ら
の
訴
え
を
受
け
た
「
さ
た
に
ん
の
と
う
し
や
う
」
は
「
お
ゑ
り
か
た
の
よ

し
」（
小
Y
方
の
葦
）
を
引
き
抜
い
て
い
る
。
安
治
村
が
植
え
た
葦
と
は
「
お
ゑ
り

か
た
の
よ
し
」
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
野
田
村
と
安
治
村
と
の
境
界
地
帯
の
湿

地
帯
は
葦
も
生
育
す
る
Y
で
あ
り
、
Y
と
葦
場
と
の
両
用
の
場
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
そ
こ
に
安
治
村
は
葦
を
植
え
て
、
葦
場
と
し
て
の
側
面
を
強
化
し
（
野
田
村
Y

の
否
定
）、
自
ら
の
葦
場
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

野
田
村
の
出
訴
先
は
「
さ
た
に
ん
の
と
う
し
や
う
」
で
あ
る
。
こ
の
沙
汰
人
は
近

隣
村
落
の
仲
人
で
あ
ろ
う
か
、
彼
が
加
わ
っ
て
案
件
と
な
っ
た
葦
を
引
い
て
い
る
。

こ
の
沙
汰
人
は 
（
ウ
）
に
見
え
る
「
四
合
」（
四
郷
）
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　
（
ウ
）
で
も
葦
の
引
き
抜
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
安
治
村
の
葦
を
神
館
殿
・

社
家
と
六
条
村
・
五
条
村
・
野
田
村
（
三
方
）
が
引
い
て
い
る
。
神
館
殿
・
社
家
は

兵
主
神
社
で
あ
ろ
う
。
安
治
村
は
こ
こ
で
も
伊
庭
殿
の
裁
許
状
を
持
ち
出
し
対
抗
し

て
い
る
が
、
引
き
抜
き
は
続
い
て
い
る
。
兵
主
神
社
側
と
と
も
に
「
神
中
と
号
し

て
」
葦
を
引
き
抜
い
た
三
か
村
は
「
四
合
内
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
「
四
合
」
と
は

三
か
村
に
安
治
村
を
加
え
た
四
ヵ
村
（
郷
）
で
構
成
さ
れ
る
「
四
郷
」
と
み
て
間
違

い
な
い
。
こ
の
「
四
郷
」
は
そ
の
構
成
村
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兵
主
神
社
祭

礼
に
世
話
役
を
勤
め
る
「
四
郷
役
人
」
の
四
郷
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

�
兵
主
神
社

に
連
な
り
、
一
八
郷
を
統
括
す
る
中
間
団
体
で
あ
ろ
う
。
事
件
は
、
四
郷
の
う
ち
安

治
村
が
独
自
に
葦
を
植
え
た
の
で
、
他
の
郷
と
社
家
が
制
裁
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ

り
、
安
治
村
は
そ
れ
に
従
わ
ず
、
六
角
氏
権
力
に
属
す
る
伊
庭
氏
の
裁
定
に
依
拠
す

る
、
と
い
う
筋
道
で
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
在
地
調
停
機
関
（
四
郷
）
と
領
主

裁
判
権
が
重
層
し
、
並
立
し
て
お
り
、
安
治
村
の
「
当
知
行
」
も
そ
の
な
か
で
実
現

し
て
い
る
。

　

藤
木
久
志
の
言
う
「
村
の
当
知
行
」
も
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
の
な
か
で
理
解
す
べ

（　

）
２３る
。

き
で
あ
る
が
、
そ
の
当
知
行
（
排
他
的
用
益
）
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
安
治
村
の

実
力
行
使
を
と
も
な
っ
た
用
益
で
あ
り
、
藤
木
の
提
言
の
通
り
で
あ
る
。（
イ
）
に

見
え
る
安
治
村
の
植
葦
（
当
知
行
）
は
六
月
一
・
二
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
強
引
な

行
為
で
あ
る
。『
百
姓
伝
記
』（
巻
十
三
）
に
は
「
よ
し
を
植
る
事
、
冬
春
の
う
ち
古

根
を
ほ
り
、
何
地
へ
も
う
つ
す
べ
し
。
先
水
つ
き
を
こ
の
む
も
の
な
り
」〔
岩
波
文

庫
〕
と
記
さ
れ
て
お
り
、
葦
植
え
は
冬
・
春
の
作
業
が
普
通
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
を
晩
夏
・
初
秋
の
六
月
初
め
に
行
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
葦
場
を
権
益

化
し
よ
う
と
す
る
安
治
村
の
意
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
（
ウ
）
に
は
不
分
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、「
こ
ゑ
り
の
く
さ
い
」
と
い
う
文
言
も

見
え
、
Y
（
え
り
）
か
ら
の
供
祭
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
神
社

側
の
安
治
村
葦
へ
の
実
力
行
使
は
、
葦
と
と
と
も
に
あ
っ
た
Y
で
の
漁
労
の
収
穫
を
、

供
祭
物
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
、
と
も
思
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
安
治
村

を
含
む
兵
主
郷
Y
・
葦
の
本
来
的
所
有
は
兵
主
神
社
に
帰
属
し
て
お
り
、
供
祭
物
が

上
納
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
兵
主
郷
の
葦
が
本
来
的
に
は
兵
主
神
社
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
ま
わ
り
あ
し
」
の
分
析
に
も
と
づ
い
た
宮
島
敬
一
の
指
摘
を

う
け
た
橋
本
道
範
も
確
認
し
て
い
る
（
前
掲
論
文
）。
私
も
賛
成
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
個
別
村
落
に
よ
る
葦
場
知
行
（
排
他
的
用
益
）
が
成
立

す
る
以
前
は
、
兵
主
郷
の
自
然
は
兵
主
神
社
・
兵
主
郷
の
領
有
で
あ
り
、
兵
主
郷
の

村
々
は
Y
と
し
て
も
、
葦
場
と
し
て
も
、
用
益
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
Y
・
葦
場

と
し
て
の
共
存
は
、
同
一
箇
所
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
個
別

村
落
に
よ
る
葦
場
確
保
（
当
知
行
）
は
葦
専
用
箇
所
の
設
定
と
な
り
、
Y
が
損
な
わ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
四
郷
の
う
ち
野
田
村
は
、
隣
村
と
し
て
Y
が
失
わ
れ
る
の
に
抗

議
し
、
沙
汰
人
に
訴
え
た
。
沙
汰
人
ら
は
Y
・
葦
両
用
の
場
に
植
え
ら
れ
た
葦
を
抜

き
、
従
来
の
慣
行
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
、
と
整
理
で
き
る
。
戦
国
末
期
に
お
け
る

安
治
村
の
葦
場
当
知
行
は
、
葦
・
Y
両
用
を
も
と
め
る
村
落
の
動
き
も
あ
る
な
か
で
、

対
立
的
に
存
続
し
て
い
た
。
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（
３
） 
織
田
氏
支
配
下
の
安
治
村
葦
場

　

葦
・
葦
場
に
関
す
る
織
田
氏
権
力
の
対
応
は
天
正
九
年
に
集
中
し
て
現
れ
る
。

 　

ア ○
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
四
月
二
十
八
日
山
田
長
政
・
宮
野
政
勝
連
署
状
（
折

　
　

紙
、
安
治
区
有
文
書
、
目
録
六
〇
）

 　

イ ○
天
正
九
年
四
月
二
十
八
日
左
衛
門
四
郎
・
請
人
林
与
左
衛
門
・
請
人
彦
四
郎
樽

　
　

銭
請
状
（
竪
紙
、
同
六
二
）

 　

ウ ○
天
正
九
年
四
月
二
十
八
日
安
治
村
蘆
掟
案
（
継
紙
、
同
六
三
）

　

こ
れ
ら
の
概
要
を
ま
ず
述
べ
て
お
く
と
、
ア ○
は
奉
行
衆
長
谷
川
秀
一
の
家
中
で
あ

る
山
田
長
政
・
宮
野
政
勝
の
連
署
状
で
あ
る
が
、「
安
治
名
主
百
性
中
」
に
宛
て
て
、

洲
原
村
と
の
争
い
の
あ
っ
た
「
安
治
浦
よ
し
」
に
つ
き
そ
の
「
知
行
」
を
安
堵
す
る

趣
旨
で
あ
り
、「
可
令
知
行
者
也
」
の
書
留
文
言
を
も
つ
書
下
状
で
あ
る
。
イ ○
は

「
今
度
の
よ
し
公
事
」
の
樽
銭
を
惣
中
並
み
に
負
担
す
る
こ
と
を
約
す
る
左
衛
門
四

郎
の
請
文
で
あ
り
、
そ
れ
を
林
与
左
衛
門
・
彦
四
郎
が
請
人
と
し
て
保
証
し
て
い
る
。

ウ ○
は
安
治
村
が
惣
と
し
て
お
こ
な
う
葦
用
益
の
規
則
で
あ
る
。

　

藤
木
久
志
に
よ
れ
ば
、
安
治
区
有
文
書
の
織
田
期
前
後
に
集
中
す
る
指
出
文
書
・

相
論
文
書
は
領
主
の
代
替
わ
り
を
契
機
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
天
正
八
年
佐
久

間
信
盛
改
易
と
同
十
年
本
能
寺
変
（
織
田
信
長
殺
害
）
に
対
応
し
て
文
書
が
作
成
さ

れ
て
い
て
、
ア ○
〜
ウ ○
は
佐
久
間
改
易
に
と
も
な
う
公
事
（
裁
判
沙
汰
）
を
契
機
と
す

る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
し
て
よ
い
。

　

こ
の
う
ち
葦
の
用
益
に
関
わ
る
の
は
ウ ○
で
あ
る
。
全
文
を
引
用
し
検
討
し
て
み
よ

�

〈　

〉
は
割
書
）。

　
　
　

定　

安
治
村
よ
し
の
掟
之
事
、

　
　

一
、
十
月
以
前
ニ
如
何
様
之
ひ
ま
入
候
共
、
可
苅
事
、

　
　

一
、
此
衆
中
之
内
、
私
用
所
御
入
候
共
、
皆
々
次
半
分
定
可
取
之
事
、

　
　

一
、
公
方
用
之
儀
候
ハ
ヽ
、
皆
々
配
当
を
可
進
之
事
、

　
　

一
、
か
れ
よ
し
ニ
付
、
少
成
共
ぬ
け
か
け
ニ
か
る
物
あ
る
ニ
お
い
て
ハ
過
怠
銭

（　

）
２４う
（

　
　
　

可
為
五
百
文
候
、
其
内
そ
人
ニ
お
い
て
ハ
三
百
文
可
参
候
事
、

　
　

一
、
あ
を
よ
し
ま
て
お
か
る
ニ
お
い
て
ハ
過
怠
銭
如
右
候
、

　
　

一
、
当
浦
之
よ
し
隣
郷
よ
り
む
す
ミ
取
物
を
と
め
お
き
、
舟
お
あ
け
す
る
ニ
お

　
　
　

い
て
ハ
、
ほ
う
ひ
と
し
て
ひ
た
銭
三
貫
文
惣
中
ヨ
リ
可
出
之
事
、

　
　

一
、
よ
し
く
さ
口
論
之
時
、
見
か
け
き
か
け
ニ
い
て
さ
る
物
ハ
過
怠
銭
ひ
た
五

　
　
　

百
文
惣
中
ヨ
リ
可
被
取
之
事
、
其
上
兎
角
之
儀
候
ハ
ヽ
、
惣
中
ヨ
リ
中
を
た

　
　
　

か
い
可
申
事
、

　
　
　
　
　

天
正
九
年
〈
辛
巳
〉
卯
月
廿
八
日

　

こ
の
掟
を
藤
木
は
、
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
共
同
用
益
ル
ー
ル
、
第
六
条
・

第
七
条
を
近
隣
と
の
紛
争
に
備
え
た
賞
罰
規
定
と
解
釈
し
、
そ
れ
が
一
体
と
な
っ
て

「
自
力
の
村
掟
」
と
し
て
実
現
し
て
い
る
と
い
う
。
藤
木
の
提
言
は
個
別
条
の
詳
細

な
吟
味
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
つ
つ
解
釈
し
た
い
。

　

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
お
い
て
、
惣
中
は
構
成
員
に
対
し
て
葦
刈
取
の
時
期

を
「
十
月
以
前
」
と
明
示
し
、
そ
れ
以
後
の
葦
（「
か
れ
よ
し
」）
の
採
取
を
禁
じ
、

ま
た
翌
年
の
苅
り
取
り
時
期
以
前
の
「
あ
を
よ
し
」
の
苅
り
取
り
も
禁
止
し
て
、
違

反
者
に
は
罰
金
を
科
し
て
い
る
（
苅
り
取
り
開
始
の
時
期
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は
年
に
よ
り
変
わ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
）。
惣
中
に
し
て
み
る
と
、
葦
と
は
苅

り
取
り
の
期
間
こ
そ
が
緊
要
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
第

一
条
に
「
如
何
様
之
ひ
ま
入
候
共
」
十
月
ま
で
に
苅
り
取
れ
、
と
「
ひ
ま
」
の
文
言

を
用
い
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
ひ
ま
」
と
は
、
個
別
百
姓

自
体
の
暇
と
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
個
別
百
姓
の
「
惣
中
」
に
対
す
る
暇
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
十
月
ま
で
の
時
期
、「
惣
」
に
「
ひ
ま
」
を
求
め
て
も
（
暇
乞
い
を

し
て
も
）、
葦
苅
だ
け
は
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に

葦
苅
り
労
働
は
惣
の
公
的
側
面
を
持
っ
て
い
�

　

刈
り
入
れ
後
の
葦
場
は
、
し
た
が
っ
て
刈
り
入
れ
の
場
で
は
な
い
。
掟
に
は
な
い

が
、
翌
年
の
葦
場
と
す
る
期
間
で
あ
り
、
火
入
れ
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た

『
百
姓
伝
記
』
が
「
よ
し
を
植
る
事
、
冬
春
の
う
ち
古
根
を
ほ
り
、
何
地
へ
も
う
つ

（　

）
２５た
。

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志
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す
べ
し
。
先
水
つ
き
を
こ
の
む
も
の
な
り
」
と
記
す
よ
う
に
、
葦
の
植
え
付
け
も
行

わ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
安
治
村
は
、
江
戸
時
代
の
村
絵
図
に
見
え
る
よ
う
に
、

葦
場
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
特
定
区
域
を
葦
場
と
し
て
恒
常
化
す
る
作
業
を
と

も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
葦
場
化
作
業
が
「
村
の
当
知
行
」

と
し
て
も
基
礎
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
葦
場
は
村
の
財
産
で
あ
る
。

他
村
か
ら
の
侵
害
者
に
は
報
復
を
加
え
る
規
定
を
設
け
、
村
住
人
に
そ
の
防
衛
を
課

し
た
。
そ
れ
が
第
六
条
・
第
七
条
で
あ
る
。

　

安
治
村
が
葦
・
葦
場
の
確
保
を
図
り
、
い
わ
ば
葦
の
村
と
し
て
の
方
向
を
目
指
し

て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
郷
村
に
お
け
る
家
作
り
の
盛
況
も
想
定
で
き
る
が
、
そ

れ
以
上
に
大
き
な
需
要
は
城
下
な
ど
の
都
市
か
ら
の
需
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
込

ん
だ
葦
場
確
保
で
あ
り
、
安
治
村
は
村
と
し
て
強
力
な
掟
を
定
め
て
規
制
す
る
。
藤

木
の
「
自
力
の
村
掟
」・「
村
の
当
知
行
」
論
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎

過
程
に
葦
場
を
葦
場
と
し
て
特
化
す
る
村
の
行
為
が
あ
る
。
た
だ
そ
の
葦
場
へ
の
特

化
は
、
Y
と
の
共
存
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
に
も
向
か
う
の
で
あ
り
、
村
落
間
相
論

の
頻
発
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
地
域
社
会
の
調
停
・
裁
定
機
関
か
ら
の
ブ
レ
ー
キ
が

か
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
藤
木
説
は
村
の
当
知
行
に
比
重
を
お
い
て
い
る
が
、
調
停

に
乗
り
出
す
在
地
の
中
間
団
体
を
も
論
に
組
み
こ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
）。
葦

専
用
の
場
が
広
域
に
拡
大
し
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
調
整
が
働
い
て
い
た
こ
と
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

笳 
菱
と
菱
田

　

湿
地
に
は
多
様
な
植
物
が
生
育
し
、
湿
地
の
豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
特
定
の

植
物
が
繁
茂
す
る
場
合
が
あ
る
。
関
東
地
方
で
は
、
山
麓
の
裾
野
や
洪
積
台
地
周
囲

に
は
湿
地
が
、
湖
沼
地
帯
に
は
湿
原
が
広
が
っ
た
。
ま
た
中
央
部
の
河
川
乱
流
地
帯

と
霞
ヶ
浦
周
辺
部
に
も
湿
原
が
広
が
り
、
人
間
社
会
と
の
接
点
に
「
江
」・「
津
」
が

生
ま
れ
た
。

　

武
蔵
国
北
部
の
大
里
郡
は
秩
父
山
地
東
に
広
が
る
丘
陵
地
帯
で
あ
る
が
、
低
地
が

分
布
し
、
河
川
が
幾
筋
に
も
流
れ
た
。
こ
の
地
域
に
つ
い
て
は
平
安
中
期
の
土
地
台

帳
が
存
在
し
、
こ
の
時
期
の
低
地
に
「
菱
」
が
多
く
生
育
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
、
そ
の
様
子
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
１
） 
武
蔵
大
里
郡
坪
付
帳
の 「
菱
」

　

武
蔵
大
里
郡
坪
付
帳
は
『
平
安
遺
文
』〔
補
遺
ノ
二
、
四
六
一
〇
号
〕
に
翻
刻
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
ま
え
に
、
こ
の
坪
付
帳
そ
の
も
の
史
料
的
性
格

を
吟
味
し
て
お
き
た
い
。

〔
武
蔵
大
里
郡
坪
付
帳
の
形
態
〕

　

こ
の
坪
付
帳
は
九
条
家
本
延
喜
式
巻
第
二
十
二
の
裏
文
書
で
あ
る
。
九
条
家
に
伝

来
し
た
が
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
原
本
調
査
の
機
会
を

得
た
が
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）、
料
紙
は
一
五
紙
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
薄
い
楮
紙
で

あ
る
。
法
量
は
縦
は
二
八
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
横
は
紙
に
よ
り
異
な

る
。
四
五
セ
ン
チ
余
、
三
九
セ
ン
チ
前
後
、
九
セ
ン
チ
余
、
六
セ
ン
チ
余
、
三
セ
ン

チ
余
と
多
様
で
あ
る
が
、
一
〇
セ
ン
チ
以
下
の
も
の
は
切
っ
て
で
き
た
も
の
と
思
わ

れ
、
本
来
は
四
五
セ
ン
チ
余
の
紙
が
標
準
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
�

　

こ
の
延
喜
式
巻
第
二
十
二
の
書
写
文
字
は
、
こ
れ
を
含
む
全
体
の
書
体
を
検
討
し

た
鹿
内
浩
胤
の
研
究
に
よ
り
、
巻
第
一
な
ど
と
同
じ
筆
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い

�
し
た
が
っ
て
巻
第
二
十
二
の
料
紙
は
巻
第
一
な
ど
と
同
一
人
物
に
よ
り
書
写

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
料
紙
は
、
全
く
の
同
一
時
期
で
な
い
に
し
て
も
（
日

時
の
は
ば
は
あ
る
が
）、
そ
の
人
物
の
も
と
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

巻
第
一
紙
裏
文
書
に
は
永
延
元
年
（
九
八
七
）
か
ら
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
の
年
紀

を
持
つ
も
の
が
あ
る
か
ら
、
巻
第
二
十
二
の
料
紙
も
ほ
ぼ
こ
の
時
期
の
も
の
と
見
ら

れ
、
一
〇
世
紀
後
半
の
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　

巻
第
二
十
二
裏
文
書
料
紙
に
は
上
部
に
六
本
の
罫
線
が
引
か
れ
て
い
て
、「
五
條

（　

）
２６る
。

（　

）
２７る
。
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…
」
な
ど
は
第
二
罫
線
か
ら
、「
二
粟
生
里
…
」
な
ど
は
第
三
罫
線
か
ら
、
記
載
が

は
じ
ま
る
。
坪
の
記
載
は
一
行
に
四
つ
の
坪
が
記
載
さ
れ
る
が
（
四
段
記
載
）、『
平

安
遺
文
』
で
は
二
段
記
載
で
翻
刻
し
て
い
る
。
ま
た
全
面
に
印
（
大
里
郡
印
ヵ
）
が

捺
さ
れ
て
い
る
。
原
本
の
現
状
は
『
平
安
遺
文
』
翻
刻
時
に
較
べ
て
破
損
が
進
ん
で

い
て
文
字
の
擦
り
切
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
が
、
点
検
の
結
果
、
い
く
つ

か
の
点
で
訂
正
が
で
き
�

〔
武
蔵
大
里
郡
坪
付
帳
の
作
成
目
的
・
記
載
原
則
〕

　

こ
の
大
里
郡
坪
付
帳
の
内
容
に
つ
い
て
は
鈴
木
哲

�
森
田

�
研
究
が
あ
る
。

史
料
と
し
て
の
詳
し
い
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
は
森
田
論
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
大
里
郡
坪
付
帳
の
史
料
的
性
格
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
森
田
説
が

ま
ず
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

①
帳
の
満
面
に
「
大
里
郡
印
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
里
郡
か
ら
そ
の
管
官
た
る

武
蔵
国
衙
に
宛
て
ら
れ
た
公
文
書
と
考
え
ら
れ
る
（
庄
田
勘
録
を
目
的
と
し
て

い
る
記
載
は
ご
く
ま
れ
で
あ
り
、
権
門
勢
家
に
宛
て
ら
れ
た
庄
田
関
係
文
書
の

可
能
性
は
小
さ
い
）。

　

②
こ
の
坪
付
帳
は
、
坪
ご
と
に
田
積
を
示
し
菱
・
公
・
庄
な
る
注
記
を
施
し
、
里

お
よ
び
条
ご
と
に
田
積
の
集
計
を
行
っ
て
い
る
。

　

③
公
田
・
乗
田
の
注
と
菱
注
と
は
二
律
背
反
的
な
関
係
で
な
く
、
庄
・
公
・
乗
田

の
注
は
各
坪
の
田
の
律
令
田
制
上
の
地
目
名
を
示
し
、
菱
の
注
は
そ
れ
ら
の
田

積
注
に
占
め
る
菱
田
の
面
積
を
示
し
て
い
る
ら
し
い
。

　

こ
の
う
ち
②
の
、
里
お
よ
び
条
ご
と
に
田
積
の
集
計
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
校
班

田
図
と
の
関
連
を
想
起
し
て
、
さ
ら
に
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
。

　

④
郡
衙
に
お
い
て
も
耕
地
に
関
す
る
田
図
な
い
し
帳
簿
が
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
り
、
大
里
郡
坪
付
の
基
に
な
っ
た
の
も
郡
衙
所
在
の
図
帳
（
校
班
田
図
）

と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑤
関
東
で
は
、
上
野
国
の
例
の
よ
う
に
（
長
徳
三
年
に
は
無
実
化
・
朽
損
化
）、

（　

）
２８る
。

（　

）
２９雄
・

（　

）
３０悌
の

平
安
中
後
期
に
は
無
実
化
・
朽
損
化
し
て
お
り
、
大
里
郡
坪
付
帳
作
成
を
長
元

元
年
と
す
る
（『
平
安
遺
文
』
の
編
年
）
の
は
困
難
で
、
平
安
前
期
、
九
・
十

世
紀
に
措
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

ま
た
い
っ
ぽ
う
、
不
堪
佃
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

⑥
国
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ
れ
る
損
・
不
堪
佃
田
言
上
の
場
合
は
「
不
堪
并
損
田

坪
付
帳
」
を
提
出
す
る
が
、
大
里
郡
坪
付
帳
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
を
欠
い
て

い
る
の
で
、
そ
れ
に
は
該
当
し
な
い
。

　

森
田
論
文
は
大
里
郡
坪
付
帳
を
包
括
的
に
考
察
し
て
い
る
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る

事
柄
を
確
か
め
る
た
め
に
、
七
条
八
里
（
宥
田
里
）
を
提
示
し
て
み
よ
う
（
原
本
は

四
段
だ
が
二
段
で
引
用
す
る
、〈　

〉
は
割
り
書
き
）。

　
　

八
宥
田
里
弐
拾
肆
町
肆
段
佰
参
拾
歩

　
　
　

一
坪
九
段
百〔　
　

〕 

二
坪
九
段
二
百
歩〈
菱
二
百
六
十
歩
〉〈
公
〉

　
　
　

三
坪〔　
　
　
　
　

〕〈
公
〉 

四
坪
一
段〈
公
〉

　
　
　

五
坪
三
段〈
公
〉 

六
坪
三
段
百
八
十
歩〈
公
〉

　
　
　

七
坪
一
段〈
菱
〉 

八
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

九
坪
一
町〈
公
〉 

十
坪
一
町〈
公
〉

　
　
　

十
一
坪
九
段
百
八
十
歩〈
公
〉 

十
二
坪
九
段
三
百
歩〈
菱
□
段
＊
四
十
歩
〉〈
公
〉

　
　
　

十
三
坪
三
段
百
七
十
歩〈
菱
〉 

十
四
坪
一
町

　
　
　

十
五
坪
九
段
百
歩〈
公
〉 

十
六
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

十
七
坪
一
町〈
菱
〉 

十
八
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

十
九
坪
一
町〈
菱
〉 

廿
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

廿
一
坪
一
町〈
菱
〉 

廿
二
坪
一
町〈
公
〉

　
　
　

廿
三
坪
三
段〈
菱
〉 

廿
六
坪
八
段〈
菱
六
段
〉〈
公
〉

　
　
　

廿
七
坪
九
段
二
百
＊
四
十
歩〈
公
〉 

廿
八
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

廿
九
坪
一
町〈
菱
〉 

□
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

□
一
坪
一
町 

□
二
坪
一
町〈
菱
〉

　
　
　

□
三
坪
一
町〈
菱
一
段
二
百
九
十
歩
〉〈
公
〉 

□
四
坪
九
段
二
百 
�
歩

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志
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□
五
坪
六
段〈
菱
〉

　

二
十
四
坪
・
二
十
五
坪
・
三
十
六
坪
の
記
載
は
な
い
。
そ
れ
で
も
各
坪
の
田
積
を

合
計
す
る
と
、
二
十
六
町
五
段
二
百
七
十
歩
プ
ラ
ス
α
と
な
る
。
こ
れ
は
冒
頭
の

「
八
宥
田
里
弐
拾
肆
町
肆
段
佰
参
拾
歩
」
の
数
字
に
近
い
の
で
、
②
の
指
摘
は
肯
け

よ
う
。
八
宥
田
里
に
は
「
菱
」
を
注
記
す
る
坪
が
多
い
が
、
こ
の
「
菱
」
注
記
の
田

を
含
め
て
の
集
計
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
菱
」
注
記
の
田
も
本
来
は
律
令
的
田
制

上
の
田
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
こ
れ
も
森
田
論
文
に
指
摘
が
あ
る
）。

　

各
坪
の
注
記
は
こ
こ
で
は
「
公
」・「
菱
」
が
見
え
、
他
の
里
に
は
「
乗
田
」・「
…

庄
田
」
も
見
え
る
。
こ
の
う
ち
「
乗
田
」
は
里
に
一
筆
の
箇
所
も
あ
る
が
、
七
条
二

勾
里
（
三
筆
）・
同
三
桑
田
里
（
五
筆
）
に
多
い
。「
乗
田
」
が
太
政
官
厨
家
の
財
源

に
関
わ
る
と
す
れ
ば
（
森
田
論
文
）、
こ
れ
も
肯
け
る
。「
庄
田
」
は
八
条
七
柱
田
里

二
坪
の
「
椛
田
庄
田
」
の
一
筆
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
帳
で
は
例
外
的
記
載
で
あ
る
。

　

注
記
で
は
「
公
」
が
も
っ
と
も
多
く
「
菱
」
も
お
お
い
。「
公
」
は
、
こ
の
帳
の

本
帳
が
校
班
田
の
た
め
の
図
帳
で
あ
る
と
す
る
と
口
分
田
充
当
田
で
あ
る
（
森
田
論

文
）。
問
題
は
「
菱
」
で
あ
る
。
八
宥
田
里
に
見
ら
れ
る
如
く
、「
菱
」
は
多
く
、
坪

全
体
が
菱
に
な
っ
て
い
る
の
が
一
〇
坪
も
あ
る
。

　

「
菱
」
を
含
む
注
記
は
ど
の
よ
う
な
注
記
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め

に
、
注
記
の
種
類
を
提
示
し
て
み
る
。

　

①
四
条
二
粟
里
十
八
坪
の
「
二
段
」
や
七
条
三
桑
田
里
一
坪
・
三
坪
の
「
一
町
」

の
よ
う
に
注
記
を
も
た
な
い
坪
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
数
が
少
な
く
、
注
記
の
脱

落
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
坪
付
帳
が
後
世
に
京
都
で
延
喜
式
書
写
料
紙
に
利

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
脱
落
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
坪
に

は
注
記
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
帳
の
最
初
の
段
階
に
は
坪

の
注
記
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
菱
」
な
ど
の
注
記
は
後
に
付
け
ら
れ
た
も

の
と
考
え
て
い
い
。

　

②
前
掲
八
宥
田
里
二
坪
の
よ
う
に
「
菱
」
と
「
公
」
の
両
方
を
も
つ
坪
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
ま
ず
「
菱
」
の
面
積
を
出
し
、
坪
面
積
か
ら
「
菱
」
面
積
を
減
じ
る
意

図
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
じ
っ
さ
い
七
条
六
栗
籠
里
の
「
廿
五
坪
九
段
〈
菱
二

段
百
六
十
歩
〉〈
公
六
段
二
百
歩
〉」
で
は
「
菱
」
と
「
公
」
の
面
積
を
合
計
す

れ
ば
坪
面
積
に
一
致
す
る
。
六
条
八
楊
師
里
八
坪
も
同
様
で
あ
る
が
、
わ
ず
か

な
誤
記
と
思
わ
れ
る
数
字
記
載
が
あ
る
。

　

③
「
菱
」
注
記
は
ほ
ぼ
坪
付
帳
の
全
体
に
及
び
、
こ
れ
が
郡
所
在
の
校
班
田
図
に

記
載
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
注
記
は
新
た

な
現
状
把
握
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
坪
付
帳
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
森
田
論
文
で
は
国
司
の
損
・
不
堪
佃
田
言
上
の
「
不
堪
并
損
田
坪
付

帳
」
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
坪
付
帳
自
体
は
前
欠
・
後
欠
で
あ
る
。

「
菱
」
記
載
が
「
不
堪
并
損
田
」
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
坪
付
帳
が
記
載
す
る
「
菱
」
は
夏
に
繁
茂
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
帳
の
作
成
は
七
月
以
後
で
あ
ろ
う
。「
西
宮
記
」
に
見
え
る
不
堪
佃
田
奏

は
八
月
三
十
日
以
前
に
国
司
か
ら
弁
官
の
も
と
に
坪
付
帳
が
届
け
ら
れ
、
九
月
一
日

以
後
に
大
弁
・
大
臣
に
上
申
さ
れ
る
〔
国
史
大
辞
典
「
不
堪
佃
田
奏
」〕。
大
里
郡
坪
付

帳
に
記
載
さ
れ
た
「
菱
」・「
公
」
は
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
九
条
家
文
書
と
し

て
伝
来
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
坪
付
帳
が
武
蔵
国
司
か
ら
損
・
不
堪
佃
田
言
上
状

と
と
も
に
太
政
官
に
送
ら
れ
、
や
が
て
延
喜
式
書
写
料
紙
に
利
用
さ
れ
た
と
み
る
こ

と
も
で
き
る
と
思
う
。

　

こ
の
坪
付
帳
を
不
堪
・
損
田
坪
付
帳
と
み
な
し
て
よ
け
れ
ば
、
そ
の
作
成
も
武
蔵

国
か
ら
の
損
・
不
堪
佃
田
言
上
を
契
機
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
武
蔵
国
か
ら
の
そ
う

し
た
言
上
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）・
万
寿
元
年
（
一
〇

二
五
）
で
あ

�
こ
の
ほ
か
に
も
、
他
の
関
東
諸
国
の
不
堪
佃
田
言
上
の
史
料
が
一

〇
世
紀
半
と
一
一
世
紀
前
半
に
見
ら
れ
、
一
一
世
紀
前
半
が
多
い
。
武
蔵
国
の
不
堪

佃
田
言
上
も
、
史
料
に
は
見
え
な
い
が
、
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、

一
一
世
紀
前
半
が
多
い
の
で
あ
り
、
武
蔵
国
か
ら
の
言
上
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（　

）
３１る
。
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ま
た
こ
の
坪
付
を
料
紙
と
す
る
延
喜
式
巻
第
二
十
二
と
同
一
筆
跡
に
な
る
巻
の
な

か
に
は
永
延
元
年
（
九
八
七
）・
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
の
年
紀
の
あ
る
文
書
が
料

紙
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
前
述
）。
こ
の
坪
付
帳
も
ほ
ぼ
同
時
期
、
は
ば
を
も
た
せ

て
前
後
五
〇
年
程
（
一
〇
世
紀
中
葉
〜
一
一
世
紀
中
葉
）
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
伝
来
と
し
て
は
、
水
害
等
の
調
査
を
意
図
す
る
国
衙
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
郡

衙
が
作
成
し
郡
印
を
捺
し
て
国
衙
に
提
出
さ
れ
た
も
の
が
国
司
（
京
）
の
手
の
も
と

に
入
り
、
官
に
提
出
す
る
「
不
堪
并
損
田
」
言
上
の
付
属
文
書
と
し
て
存
在
し
て
い

た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、
こ
の
「
菱
」
注
記
を
お
お
く
持
つ
大
里
郡
坪
付
の
作
成
は
、
料
紙
の

あ
り
か
た
と
、
武
蔵
国
不
堪
佃
田
言
上
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
一
一
世
紀
前
半
と

考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
治
安
三
年
・
万
寿
元
年
の
武
蔵
国
不
堪
佃
田
言
上

を
考
慮
す
る
と
、『
平
安
遺
文
』
が
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
に
編
年
す
る
の
も
誤

り
と
は
言
え
な
い
。

〔
大
里
郡
の
景
観
と
菱
〕

　

こ
の
坪
付
帳
を
不
堪
・
損
田
坪
付
帳
と
み
な
し
て
、
以
下
の
考
察
を
お
こ
な
う
こ

と
と
す
る
。
不
堪
・
損
の
内
実
は
菱
の
生
育
で
あ
る
。
菱
は
湿
地
に
夏
に
生
育
し

秋
・
冬
に
実
を
取
り
、
食
用
に
も
な
っ
て
い
る
。
菱
を
発
生
さ
せ
る
自
然
的
条
件
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
鈴
木
論
文
（
前
出
）
は
大
里
郡
坪
付
の
位
置
を
熊
谷
郷
の
東
南

部
に
比
定
し
、
当
時
は
低
湿
地
帯
で
あ
っ
た
、
と
推
定
す
る
。

　

大
里
郡
坪
付
帳
の
条
里
復
元
と
現
地
比
定
（
条
里
復
元
）
は
森
田
論
文
（
前
出
）

で
な
さ
れ
て
い
る
。
先
行
す
る
大
里
郡
条
里
研
究
を
検
討
し
、
復
元
し
つ
つ
、
熊
谷

市
街
地
の
東
南
の
地
で
、「
荒
川
新
扇
状
地
以
東
、
熊
谷
・
行
田
間
の
忍
川
以
南
、

佐
間
か
ら
吹
上
東
部
方
面
に
南
流
す
る
忍
川
以
西
、
和
田
吉
野
川
以
北
の
低
平
地
」

と
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
現
状
で
は
こ
の
森
田
説
の
上
に
立
っ
て
考
察
を
行
い
た

�
　

森
田
論
文
は
坪
付
復
元
・
現
地
比
定
の
上
に
、
四
条
あ
た
り
に
は
あ
る
程
度
の
水

（　

）
３２い
。

量
を
と
も
な
う
河
川
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
五
条
二
里
郡
家
里
が
熊
谷
市
久
下
に

比
定
さ
れ
郡
家
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
森
田
論
文

で
示
さ
れ
た
条
里
復
元
図
に
「
菱
」
注
記
の
坪
数
を
記
入
し
て
み
る
と
（
図
を
参

照
）、「
菱
」
注
記
数
の
多
い
条
里
は
四
条
二
里
・
四
条
三
里
・
四
条
四
里
・
五
条
一

里
・
六
条
六
里
・
七
条
八
里
・
七
条
九
里
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
四
条
二
里
・
四
条
三

里
・
四
条
四
里
・
五
条
一
里
の
菱
地
は
続
き
地
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
四
条
二
里

の
菱
地
（
坪
）
は
五
条
二
里
に
近
い
箇
所
に
復
元
で
き
る
等
）。
ま
た
六
条
六
里
・

七
条
八
里
・
七
条
九
里
も
同
様
で
あ
る
。「
菱
」
記
載
の
多
い
条
里
は
集
中
性
が
あ

る
、
と
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
「
菱
」
記
載
の
多
い
条
里
に
近
接
す
る
六
条
七
〜

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志

武蔵国大里郡坪付復元図 （森田著書２２１頁図１１に加筆）

１３/３５…３５坪中 １３坪に 「菱」 の記載あり
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九
里
、
七
条
十
里
・
八
条
七
〜
八
里
な
ど
で
は
「
菱
」
注
記
は
な
い
か
、
ま
た
は
微

少
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
菱
」
記
載
の
多
い
里
は
、
安
定
的
耕
地
を
持
つ
条
里
に
囲
ま

れ
る
か
の
よ
う
に
存
在
す
る
。

　

六
条
一
〜
五
里
、
七
条
一
〜
七
里
、
八
条
一
〜
八
里
な
ど
は
、「
菱
」
注
記
の
坪

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
里
は
坪
付
で
は
西
南
側
に
あ

り
、
こ
れ
が
安
定
的
耕
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
菱
」
記
載
を
も

つ
条
里
は
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
条
二
〜
四
里
な
ど
は
河
川
流
路
に
近
い
と

考
え
ら
れ
、「
菱
」
は
沼
地
化
し
た
と
こ
ろ
に
繁
茂
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
菱
の

繁
茂
は
自
然
状
態
そ
の
も
の
か
。「
菱
」
記
載
の
な
い
条
里
が
一
〇
カ
所
を
数
え
る

が
、
こ
こ
で
は
菱
は
除
去
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。「
菱
」
記
載
の
微
少
の
条
里
で

は
菱
は
特
定
の
坪
に
集
中
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
定
が
で
き
る
。

　

こ
の
大
里
郡
坪
付
条
里
に
見
え
る
「
菱
」
記
載
か
ら
は
、
凹
凸
の
多
い
自
然
地
形

の
土
地
に
、
沼
地
化
し
た
耕
地
に
菱
が
繁
茂
し
た
の
を
、
あ
る
所
で
は
菱
を
除
去
し
、

あ
る
所
で
は
菱
以
外
の
雑
草
を
除
去
し
た
「
菱
田
」
化
し
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
菱
は
無
税
で
あ
り
、
在
地
で
は
菱
を
日
常
の
、

と
く
に
救
貧
作
物
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
、
こ
の
よ
う
に
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
鈴
木
論
文
が
こ
の
坪
付
帳
を
荒
廃
状
況
の
把
握
を
意
図
し
た
も
の

と
指
摘
し
た
こ
と
に
は
賛
成
す
る
が
、
在
地
の
百
姓
は
菱
地
の
よ
う
な
不
安
定
耕
地

を
避
け
て
、
安
定
的
耕
地
を
選
び
耕
作
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
疑
問
を
も
つ
。

鈴
木
論
文
で
は
坪
付
帳
に
書
か
れ
た
「
逃
去
」
を
百
姓
逃
去
と
解
釈
し
て
、
こ
れ
が

菱
田
な
ど
の
荒
廃
地
化
が
進
む
こ
と
に
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
「
逃
去
」

文
字
は
坪
付
記
事
の
文
字
と
書
体
が
近
い
が
、
異
常
に
大
き
く
斜
め
向
き
で
あ
る
。

同
じ
大
き
さ
の
「
菱
」
と
い
う
文
字
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
書
き
込
み

が
あ
り
、
坪
付
帳
と
の
関
連
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。「
菱
」
記
載
状
況
と
百
姓

逃
去
と
即
座
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
荒
廃
状
況
の
な
か
で
「
菱
」
を
意
図
的

に
生
育
さ
せ
る
在
地
側
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
た
だ
し
武
蔵

国
司
の
立
場
は
別
で
、「
菱
」
状
況
を
不
堪
佃
田
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
上
奏
し

た
）。

〔
中
世
熊
谷
郷
の
成
立
〕

　

こ
の
よ
う
な
景
観
の
大
里
郡
は
鎌
倉
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
現
れ
る
か
。
熊

谷
郷
は
倭
名
鈔
に
は
見
え
ず
、
大
里
郡
に
成
立
し
た
中
世
的
郷
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
の
熊
谷
郷
に
熊
谷
氏
「
堀
内
」
が
存
在
す
る
。
郷
と
堀
内
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
か
。

　

鈴
木
論
文
（
前
掲
）
は
、
熊
谷
直
国
堀
内
の
「
大
堀
」
が
水
系
管
理
の
働
き
を
し

て
、
荒
廃
し
た
低
湿
地
の
開
発
に
成
功
し
た
と
論
じ
る
が
、
そ
の
一
方
で
農
民
的
開

発
も
進
行
し
て
い
て
、
両
者
で
熊
谷
郷
を
形
成
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。
熊
谷
郷
は

建
保
七
年
鶴
岡
社
に
寄
進
さ
れ
た
が
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）、
熊
谷
直
国
堀
内

は
そ
の
ま
ま
安
堵
さ
れ
、
直
国
の
請
け
負
う
恒
正
名
は
実
検
さ
れ
た
〔『
熊
谷
家
文

書
』
四
、
五
〕。
熊
谷
直
国
堀
内
は
縄
手
（
東
）・
中
道
（
北
）・
大
道
（
西
）・
大
堀

（
南
）
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
堀
は
「
南
限
東
西
大
堀
」
と
表
記
さ

れ
る
。
西
は
大
道
な
の
だ
か
ら
東
に
傾
斜
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く

湧
出
す
る
水
を
排
水
す
る
の
が
目
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
熊
谷
直
国
堀
内
が
沼
地
を
生

む
よ
う
な
低
湿
地
帯
に
出
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
耕
地
の
水
田
化
が
図
ら
れ
た
、
と

思
わ
れ
る
（
鈴
木
説
と
同
じ
で
あ
る
）。

　

ま
た
こ
の
熊
谷
直
国
堀
内
の
東
は
「
東
限
神
田
宮
垣
内
南
北
縄
手
」
と
表
記
さ
れ

る
。
東
に
は
神
田
宮
垣
内
が
存
在
し
た
。「
神
田
宮
」
と
は
明
確
で
は
な
い
が
、
何

か
の
社
が
あ
り
、
そ
の
宮
あ
る
い
は
社
人
の
垣
内
か
と
思
わ
れ
る
。
垣
内
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
。
垣
内
は
野
地
・
山
・
畠
・
田
が
一
括
性
を
も
っ
て
存
在
し
た
所
で
あ

り
、
区
画
性
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
周
囲
に
は
堀
・
溝
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ

れ
が
在
家
の
前
提
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
鈴
木
論
文
の
言
う
農
民
的
開
発
の
基
盤
と
し

て
、
私
は
「
垣
内
」
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
菱
が
生
育
す
る
沼
地
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
か
は
、
熊
谷
家
文
書
か
ら

は
判
明
し
な
い
。
恒
正
名
の
不
作
田
も
内
実
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
菱
が
条
件
に
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よ
っ
て
は
繁
茂
す
る
よ
う
な
低
湿
地
に
、
堀
を
伴
う
「
堀
内
」・「
垣
内
」
が
出
現
し
、

こ
れ
が
熊
谷
郷
住
民
の
生
活
基
盤
を
形
成
し
て
い
て
い
た
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
２
） 
生
活
の
な
か
の
菱

〔
菓
子
〕

　

池
・
沼
に
生
育
す
る
菱
を
採
集
す
る
様
子
は
「
万
葉
集
」
に
も
見
え
て
、
奈
良
時

代
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
延
喜
式
」（
大
膳
）
の
「
諸
国

貢
進
菓
子
」
に
丹
波
国
か
ら
の
菱
（
二
棒
）
が
、
同
（
内
膳
）
に
は
「
供
御
月
料
」

と
し
て
橘
子
・
菱
子
（
各
二
斗
二
升
五
合
）
の
記
載
が
あ
り
、「
菓
子
菱
」・「
菱
子
」

が
上
納
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
「
枕
草
子
」
に
は
「
お
そ
ろ
し
く
も
の
…
ひ
し
」
と
も

見
え
て
、
棘
の
付
い
た
ま
ま
の
菱
実
の
ま
ま
で
も
生
活
空
間
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た

様
子
も
う
か
が
わ
れ
る
。
室
町
期
に
な
る
と
、「
庭
訓
往
来
」
に
も
「
時
以
後
菓
子

者
…
菱
」
と
見
え
、
中
央
・
京
都
で
は
や
は
り
菓
子
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

「
看
聞
日
記
」（
永
享
四
年
九
月
廿
三
日
条
）
に
は
南
御
方
か
ら
の
贈
り
物
の
う
ち
菱

一
合
を
仙
洞
に
送
っ
た
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
合
」
と
い
う
単
位
で
あ
る
の
で
菓

の
実
と
思
わ
れ
る
。

〔
栽
培
と
田
夫
食
料
〕

　

以
上
は
公
家
側
の
例
で
あ
る
が
、
地
方
社
会
の
民
衆
レ
ベ
ル
で
は
ど
う
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
戦
国
期
ま
で
は
史
料
に
表
れ
に
く
い
が
、
江
戸
前
期
に
は
栽
培
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

「
本
朝
食
鑑
」（
元
禄
五
年
成
稿
、
同
十
年
刊
、
漢
文
）
に
は
「
一
種
に
陂
塘
に

種
え
て
、
葉
も
実
も
大
き
く
、
角
も
柔
ら
か
で
脆
い
も
の
が
あ
る
」（
東
洋
文
庫
本

の
訳
）
と
見
え
て
、
陂
塘
に
菱
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
実
は
柔
ら
か
い
、

と
指
摘
す
る
。
著
者
人
見
必
大
は
幕
府
侍
医
の
子
で
あ
る
が
、
三
十
余
年
の
文
献
調

査
・
実
地
検
査
を
経
て
の
著
述
で
あ
る
か

�
そ
の
記
述
内
容
は
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
を
遡
り
一
七
世
紀
中
後
期
と
な
ろ
う
。
そ
の
時
期
に
は
菱
の
植
え
付
け
（
栽

（　

）
３３ら
、

培
）
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
実
の
柔
ら
か
さ
を
求
め
る
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。

　

「
本
草
綱
目
啓
蒙
」（
享
和
三
年
〜
文
化
三
年
�

 
は
「
山
陰
志
」・「
松
江
府
志
」

を
引
き
な
が
ら
、
菱
に
は
家
菱
と
野
菱
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
本
草

綱
目
啓
蒙
」
は
著
者
小
野
蘭
山
が
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
幕
府
に
仕
官
し
て

全
国
各
地
を
調
査
し
た
事
柄
に
も
と
づ
い
て
い
る
か

�
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
一
八
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
家
菱
・
野
菱
の
区
別
は
一
八
世
紀

後
半
に
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
区
別
を
「
重
修
本
草
綱
目
啓
蒙
」（
弘
化

四
年

�
で
は
「
実
ノ
小
ナ
ル
ヲ
野
菱
ト
シ
、
大
ナ
ル
ヲ
家
菱
ト
ス
ル
説
ハ
穏
ナ
ラ

ズ
、
コ
ノ
根
ヲ
水
田
ニ
栽
テ
培
養
シ
タ
ル
ヲ
家
菱
ト
シ
、
野
生
ノ
モ
ノ
ヲ
野
菱
ト
ス
、

野
山
薬
家
山
薬
ノ
例
ナ
ル
ベ
シ
」
と
し
て
い
る
。
植
え
た
の
が
家
菱
、
野
生
が
野
菱

と
い
い
、
栽
培
菱
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
栽
培
は
「
根
ヲ
水
田
ニ
栽
テ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
菱
根
を
水
田
に
植
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
菱
の
繁
茂
が
夏
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
不
作
田
（
そ
の
年
に
は
耕
作
さ
れ
な
い
田
）
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
栽
培
菱
が
「
家
菱
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
菱
根
の
植
え
付
け
が

個
々
の
家
（
百
姓
）
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
て
江
戸

後
期
に
は
百
姓
は
不
作
田
に
菱
を
植
え
て
収
穫
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ

は
薬
用
の
み
の
利
用
で
は
な
か
っ
た
。

　

菱
は
民
衆
の
食
料
で
も
あ
り
、
ま
た
売
り
出
さ
れ
て
い
た
。

　
　

一
、
ひ
し
は
池
川
溝
堀
に
は
な
す
べ
し
。
種
色
々
あ
り
。
つ
の
二
ツ
あ
る
を
能

も
の
と
知
れ
。
つ
の
二
つ
有
う
ち
に
も
皮
の
と
つ
と
こ
わ
き
も
の
あ
り
。
夫

は
悪
き
ぞ
。
皮
の
柔
か
な
る
に
実
多
し
。
沼
に
生
じ
安
し
。
石
地
・
砂
地
の

池
川
に
は
は
ゑ
に
く
し
。
つ
る
多
く
出
る
も
の
な
り
。
七
月
下
旬
八
月
に
は

は
や
実
の
入
も
の
な
り
。
冬
に
至
て
つ
る
も
く
さ
り
、
水
底
に
沈
む
。
ひ
し

は
猶
以
沈
む
な
り
。
多
く
実
な
り
粮
の
助
け
と
な
る
。
三
河
国
岩
堀
と
云
村

に
池
あ
り
。
此
池
に
名
物
の
ひ
し
有
。
近
村
の
土
民
よ
り
合
、
冬
春
の
う
ち

取
て
喰
ふ
。
ま
た
は
市
町
へ
も
出
し
売
な
り
。
水
底
の
ひ
し
を
取
に
こ
く
う

と
云
て
板
を
以
て
は
さ
み
を
こ
し
ら
へ
、
柄
を
長
く
付
、
船
に
乗
り
泥
を
こ

（　

）
３４刊
） （　

）
３５ら
、

（　

）
３６刊
）

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志



98

く
う
に
は
さ
む
。
其
は
さ
み
の
も
と
に
あ
ら
き
ぬ
の
袋
か
網
を
付
、
ひ
た
も

の
こ
ゆ
す
り
を
し
て
は
さ
む
故
、
ど
ろ
の
う
ち
い
魚
ま
で
か
ヽ
る
程
の
こ
と

な
り
。　
　
　
　
　
　
　
〔『
百
姓
伝
記
』「
ひ
し
を
植
る
事
」、
岩
波
文
庫
〕

　

引
用
の
前
半
で
は
菱
は
池
川
溝
堀
で
作
る
べ
き
だ
が
、
種
に
用
い
る
の
は
角
二
つ

で
皮
の
柔
ら
か
い
も
の
が
い
い
、
と
い
う
。
七
・
八
月
か
ら
実
は
つ
く
が
、
冬
に
は

蔓
も
腐
り
、
実
は
多
く
な
り
沈
ん
で
い
る
、
と
も
い
う
。
後
半
は
三
河
国
岩
堀
村
の

池
の
菱
を
例
に
出
し
て
、
名
物
菱
で
村
人
は
冬
春
の
食
料
と
し
、
ま
た
市
場
・
町
に

売
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
。
売
り
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
需
要
が
あ
り

収
穫
量
が
確
保
さ
れ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
『
百
姓
伝
記
』
の
記
述
で
は
収
穫
道
具
に
注
目
し
て
い
る
。
三
河
国
岩
堀
で

は
「
こ
く
う
」
と
い
う
専
用
の
収
穫
道
具
が
案
出
し
て
い
る
。「
板
を
以
て
は
さ
み

を
こ
し
ら
へ
、
柄
を
長
く
付
、
船
に
乗
り
泥
を
こ
く
う
に
は
さ
む
」
と
表
現
さ
れ
る

が
、
柄
の
長
い
板
ハ
サ
ミ
で
あ
る
。
泥
も
い
っ
し
ょ
に
は
さ
み
取
っ
て
し
ま
う
と
い

う
が
、
こ
れ
は
掘
り
上
げ
田
（
湿
田
）
で
の
鋤
簾
に
ち
か
い
。
湿
田
農
耕
に
ち
か
い

労
働
と
し
て
菱
収
穫
が
想
像
で
き
る
（
註
（
３
）
山
本
論
本
参
照
）。
こ
れ
が
市
・
町

に
売
り
出
す
ほ
ど
の
収
穫
量
を
実
現
し
て
い
る
と
お
も
う
。

　

ま
た
「
種
色
々
あ
り
」
と
い
い
、
種
の
選
定
に
注
意
を
う
な
が
し
、
角
二
つ
で
皮

の
柔
ら
か
い
の
が
、
多
く
の
収
穫
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
。
池
川
溝
堀
に
菱
種
を
植

え
る
の
に
、
そ
の
沼
底
を
攪
拌
す
る
な
ど
の
こ
と
は
お
こ
な
わ
ず
、
収
穫
の
多
寡
を

も
っ
ぱ
ら
種
の
良
・
悪
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
池
川
溝
堀
の
用
益
形
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
河
国
岩
堀
の
池
で
も
「
近

村
の
土
民
よ
り
合
」
と
い
う
よ
う
に
、
周
辺
村
落
の
入
り
会
い
で
の
用
益
で
あ
っ
た
。

そ
の
池
を
単
独
村
落
が
排
他
的
に
利
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
池
が

広
く
、
個
別
村
落
で
は
独
占
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
入
り
会
い
利
用

す
る
村
落
間
の
調
整
・
規
制
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
菱
栽
培
は
種
管
理
を
軸
に
収
穫
料
を
確
保
し
市
町
（
都
市
）
に
売
り

出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
自
然
生
育
（
野
生
）
を
利
用
す
る
段
階
を
抜
け
出
し

て
い
る
が
、
菱
栽
培
に
特
化
し
た
湿
地
利
用
を
図
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
類

学
者
の
い
う
「
半
栽
培
」
概
念
に
近
い
が
、
こ
の
よ
う
な
菱
栽
培
が
『
百
姓
伝
記
』

著
作
時
期
（
延
宝
八
〜
十

�
に
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

江
戸
前
期
に
は
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
『
百
姓
伝
記
』
は
先
の
引
用
に
続
け
て
、
食
用
の
仕
方
に
つ
い
て
も
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

一
、
何
国
い
か
な
る
村
里
に
も
、
池
川
に
は
鬼
ひ
し
多
く
生
る
。
み
な
喰
ふ
も

の
な
り
。
然
ど
も
味
ひ
よ
か
ら
ず
。
ゆ
で
ヽ
の
ち
包
丁
小
刀
を
以
皮
を
む
く
。

上
皮
か
た
き
な
り
。
三
河
国
岩
堀
近
処
の
男
女
か
こ
れ
を
む
く
こ
と
上
手
な
り
。

生
の
ま
ヽ
も
、
ゆ
で
ヽ
も
日
に
能
ほ
し
、
臼
に
て
か
て
ば
皮
む
け
実
こ
な
る
ヽ
。

と
を
し
を
以
て
ふ
る
ひ
、
ゆ
り
ば
ち
に
て
素
皮
を
ゆ
り
あ
げ
、
実
を
取
、
食
に

も
粥
に
も
す
る
。
田
夫
喰
ひ
て
力
あ
り
。
切
疵
う
ち
み
に
は
大
毒
な
り
。

　

こ
こ
で
は
「
鬼
菱
」
の
食
べ
方
を
述
べ
て
い
る
。
鬼
菱
と
は
お
そ
ら
く
棘
の
多
い
、

野
生
の
菱
を
言
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
こ
の
地
方
で
も
、
味
は
悪
い
が
、
食
用
に

し
て
い
る
。
茹
で
て
皮
を
剥
く
の
だ
が
、
三
河
国
岩
堀
近
辺
の
者
は
上
手
だ
と
い
う
。

生
で
も
茹
で
て
も
、
日
に
よ
く
干
し
て
、
臼
で
皮
を
剥
き
粉
状
に
し
て
、
唐
子
で
ふ

る
い
、
擂
鉢
で
す
り
あ
げ
て
、
粥
に
し
て
食
べ
る
。
こ
の
食
物
は
百
姓
の
労
働
に
適

し
「
田
夫
喰
」
う
と
力
が
つ
く
と
い
う
（
た
だ
疵
・
打
ち
身
の
あ
る
者
の
食
用
は
禁

じ
て
も
い
る
）。　

さ
ら
に
「
本
朝
食
鑑
」〔
元
禄
五
年
成
稿
、
同
十
年
刊
〕
で
も
次
の

よ
う
に
い
う
。

　
　

実
に
は
数
種
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
三
角
・
両
角
・
四
角
・
無
角
な
ど
が
る
。
若

い
の
は
青
色
、
老
い
る
と
黒
。
葉
も
実
も
と
も
に
小
さ
く
、
角
は
硬
直
で
人
を

刺
す
。
こ
れ
を
烏
菱
と
い
う
。
若
い
時
は
剥
い
で
食
う
。
味
は
甘
味
で
あ
る
。

老
い
た
の
は
蒸
煮
し
て
食
べ
る
。
一
種
に
陂
塘
に
種
え
て
、
葉
も
実
も
大
き
く
、

角
も
柔
ら
か
で
脆
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
両
角
が
湾
巻
し
て
弓
の
よ
う
に
な
っ

た
も
の
が
あ
り
、
い
ろ
が
青
・
紅
・
紫
の
も
の
が
る
。
こ
れ
ら
も
や
は
り
烏
菱

と
同
様
で
、
煮
熟
て
、
菓
と
す
る
。
野
人
は
こ
れ
を
救
荒
の
具
と
し
て
い
る
の

（　

）
３７年
）
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で
あ
る
。〔
東
洋
文
庫
本
〕

　

い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
菱
を
あ
げ
な
が
ら
、
烏
菱
も
柔
ら
か
い
菱
も
、
煮
熟
て
、

「
菓
」
に
し
て
食
べ
る
と
し
、
そ
れ
が
野
人
（
田
夫
）
の
救
荒
食
物
と
な
る
、
と
指

摘
す
る
。「
菓
」
と
は
パ
ン
状
態
の
も
の
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
食
料
不
足

を
補
う
、
と
い
う
。

『
百
姓
伝
記
』
に
し
て
も
、「
本
朝
食
鑑
」
に
し
て
も
、
一
七
世
紀
中
後
期
の
事
態

を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
菱
は
民
百
姓
の
飢
え
を
し
の
ぐ

食
料
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
�

〔
収
穫
規
制
と
商
品
化
〕

　
「
諸
州
め
ぐ
り
南
遊
紀
行
巻
之
上
」〔『
益
軒
全
集
巻
之
七
』〕
に
よ
れ
ば
、
貝
原
益

軒
は
「
元
禄
二
年
、
京
よ
り
南
方
に
ゆ
か
ん
と
て
二
月
十
日
東
洞
院
の
舎
を
出
」
て
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
年
）
二
月
、
摂
津
方
面
に
向
か
い
四
条
縄
手
を
経
て
茨
田
を

経
過
し
た
。
前
後
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
私
市
を
出
た
の
が
十
一
日
、
松
原
を
出
た
の

が
十
二
日
、
茨
田
は
そ
の
途
中
な
の
で
十
一
日
に
通
過
し
た
こ
と
に
な
る
。
直
前
の

刈
屋
村
か
ら
記
事
を
引
用
し
て
み
る
。

畑
の
茶
屋
の
か
い
道
よ
り
、
四
町
ば
か
り
西
に
、
刈
屋
村
有
。
此
所
に
楠
正
行
、

正
時
兄
弟
の
墓
あ
り
。
大
道
の
ほ
と
り
に
は
あ
ら
ず
。
小
石
碑
を
立
。
大
な
る

楠
木
あ
り
。
正
行
、
正
時
、
四
條
縄
手
に
て
、
高
師
直
と
戦
ひ
、
爰
に
て
戦
死

の
事
、
太
平
記
に
見
え
た
り
。
飯
盛
山
の
麓
の
西
也
。
是
ふ
か
う
の
池
の
北
の

側
に
あ
り
。
此
辺
茨
田
郡
、
順
和
名
抄
に
、
茨
田
は
萬
牟
田
と
か
け
り
。

　
　
　
　
（
絵
）

　
　

ふ
か
う
の
池
は
、
深
野
池
と
か
く
と
云
。
本
名
は 
茨
田 
池
と
云
。
池
の
広
さ
南

ま
ん
だ
の

北
二
里
、
東
西
一
里
、
所
に
よ
り
東
西
半
里
許
有
。
湖
に
似
た
り
。
其
中
に
島

あ
り
。 
三  
ヶ 
と
云
村
有
。
故
に
此
池
を
三
ヶ
の
お
き
共
云
。
三
ヶ
の
島
に
、
漁

さ
ん 
が

家
七
八
十
戸
あ
り
。
田
畠
も
有
。
此
島
南
北
廿
町
、
東
西
五
六
町
有
と
云
。
此

池
に
、
鯉
、
鮒
、
鯰
、
わ
た
か
、
ゑ
び
、
鰻   
k

     

、
つ
が
に
等
多
し
。
漁
舟
多
し
。

う

な

び

（　

）
３８る
。

日
々
舟
に
乗
て
漁
し
、
魚
を
大
坂
に
う
る
。
ま
た
蓮
多
し
。
� 
實 
多
く
、
葦
多

ぶ
き

し
。
皆
取
用
て
た
す
け
と
す
。
殊
に
菱
尤
多
し
。
是
を
採
て
飯
に
し
、
�
に
し
、

粥
に
し
て
、
粮
と
す
。
或
菓
子
に
ほ
す
る
。
又
売 
て
資
と 
す
。
菱
を
取
日
は
定

た
す
け

日
あ
り
。
里
人
云
合
せ
て
群
出   
。

      

一
人
に
て
妄
に
取
事
を
禁
ず
。
菱
に
賦
税
は

む
ら
が
り
い
づ

な
し
。
ま
た
此
島
よ
り
、
漁
人
共
舟
に
の
り
、
陸
に
渡
り
て
、
田
を
も
作
な
り
。

　

南
北
朝
期
の
合
戦
場
と
し
て
名
高
い
四
條
縄
手
の
近
く
に
「
ふ
か
う
の
池
」
と
い

う
広
大
な
池
（
茨
田
池
と
も
言
う
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
島
が
あ
り
、「
三
ヶ
村
」

と
い
う
村
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
村
人
は
多
種
の
川
魚
・
植
物
を
生
活
資
料
と
し

て
採
集
し
て
い
た
。
ま
た
「
葦
多
し
」
と
あ
り
、
葦
を
刈
り
、
日
々
の
生
活
の
資
と

し
て
い
た
（
葦
を
売
っ
て
い
た
）。
ま
た
陸
地
で
の
水
田
耕
作
も
見
え
る
。
こ
こ
に

は
池
と
そ
の
周
辺
が
多
様
な
生
物
・
植
物
の
生
存
の
場
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
村
人

が
生
活
資
料
と
し
て
確
保
す
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

菱
に
つ
い
て
は
「
殊
に
菱
尤
多
し
」
と
記
述
さ
れ
て
、
菱
が
生
活
資
料
の
主
要
で

あ
っ
た
と
う
か
が
わ
せ
る
。「
是
を
採
て
飯
に
し
、
�
に
し
、
粥
に
し
て
、
粮
と
す
。

或
菓
子
に
ほ
す
る
」
と
見
え
て
、
食
用
に
は
飯
・
�
・
粥
の
状
態
に
し
て
い
た
。
そ

し
て
「
売
て
資
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
商
品
化
し
て
い
た
。
近
在
の
大
坂
な
ど
の

都
市
に
売
り
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
商
品
化
に
は
一
定
量
が
必
要
と
さ
れ
よ
う

が
、
そ
れ
に
は
村
人
の
共
同
し
た
出
荷
が
求
め
ら
れ
る
。「
菱
を
取
日
は
定
日
あ
り
。

里
人
云
合
せ
て
群
出
。
一
人
に
て
妄
に
取
事
を
禁
ず
。」
と
い
う
共
同
体
規
制
が
見

え
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
取
得
・
出
荷
が
ま
と
ま
っ
て
行
わ
れ
る
様
子
を
想
定
で
き
る
。

菱
取
得
か
ら
商
品
化
ま
で
、
村
と
し
て
の
共
同
の
も
と
に
、
個
々
の
百
姓
が
営
ん
だ

で
あ
ろ
う
、
と
想
像
さ
れ
る
。
三
河
国
岩
堀
村
で
も
見
え
る
「
市
町
ヘ
モ
出
シ
売
ナ

リ
」
と
い
う
商
品
生
産
も
共
同
性
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。　

ま
た
「
菱

に
賦
税
は
な
し
」
と
見
え
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
無
税
の
扱
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は

菱
が
救
荒
作
物
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
菱
は
本
来
は
沼
地
に
生

育
す
る
植
物
で
あ
り
、
平
安
期
武
蔵
大
里
郡
坪
付
帳
の
「
菱
」
も
荒
廃
地
の
扱
い
で

あ
り
、
無
税
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志

み
ず

だ 
ん
ご

だ 
ん
ご
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こ
の
茨
田
池
の
菱
栽
培
を
池
全
体
の
用
益
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
池
は
広

大
で
あ
り
、「
湖
に
似
た
り
」
と
形
容
さ
れ
る
。
多
様
な
生
物
・
植
物
が
育
つ
が
、

菱
栽
培
が
そ
れ
を
損
な
っ
て
い
る
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
三
ヶ
村
の
共
同
し
た
菱

収
穫
も
菱
栽
培
の
場
を
独
自
に
占
有
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
他
の

村
々
の
用
益
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
菱
場
と
し
て
特
化
し
、
そ
れ
が
他
村

の
池
用
益
と
衝
突
す
る
と
い
う
段
階
も
想
像
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
様
子
は
み

え
な
い
。
池
が
広
大
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
が
、
そ
う
は
で
き
な
い
入
り
会
い

の
規
制
が
働
い
て
い
た
と
も
思
え
る
。
三
ヶ
村
の
菱
収
穫
は
茨
田
池
の
多
様
な
生
活

資
料
確
保
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

低
湿
地
の
用
益
形
態
を
、
葦
と
菱
の
問
題
を
中
心
に
、
平
安
後
期
か
ら
江
戸
前
期

の
材
料
か
ら
観
察
し
て
き
た
。
全
体
と
し
て
文
書
類
の
史
料
は
少
な
く
、
説
話
類
な

ど
を
多
く
利
用
し
た
。
個
々
の
考
察
は
細
部
に
と
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、

全
体
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

ま
ず
葦
・
葦
原
・
葦
場
の
用
益
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
平
安
後
期
、
難
波
浦
に
ひ
ろ
が
る
葦
原
は
荘
園
や
公
領
に
分
割
さ
れ
て
お
ら
ず
、

　

周
辺
住
人
の
自
由
な
用
益
が
見
ら
れ
た
。
葦
苅
り
の
労
働
は
特
別
な
技
術
を
要
す

　

る
も
の
で
な
く
、
富
裕
人
は
粗
野
な
労
働
し
か
な
い
従
者
を
葦
苅
り
に
差
し
向
け

　

た
。
苅
り
取
ら
れ
た
葦
は
売
買
さ
れ
た
が
、
京
か
ら
は
浮
地
（
湿
地
）
の
宅
地
開

　

発
を
す
る
に
葦
を
大
量
に
苅
り
取
り
に
来
る
者
も
い
た
。「
今
昔
物
語
」
に
見
え

　

る
様
子
で
あ
る
が
、
葦
苅
り
と
葦
売
買
は
生
活
を
支
え
る
一
つ
の
仕
事
と
な
っ
て

　

い
る
が
、
そ
れ
は
平
安
京
の
近
辺
に
所
在
す
る
と
い
う
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。

②
琵
琶
湖
周
辺
に
も
葦
原
は
分
布
し
、
こ
こ
で
は
鎌
倉
末
期
に
は
湿
田
開
発
の
「
ネ

　

コ
カ
キ
」
に
も
葦
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
湖
東
の
奥
嶋
庄
で
は
南
北
朝
期
に
は
百

　

姓
等
が
火
入
れ
な
ど
し
て
葦
を
管
理
栽
培
し
、
荘
官
の
葦
苅
り
取
り
に
は
奥
嶋
庄

　

百
姓
等
と
し
て
、
共
同
で
対
抗
し
た
。
こ
の
段
階
で
の
葦
場
は
荘
園
ご
と
に
分
割

　

さ
れ
て
帰
属
し
て
お
り
、
奥
嶋
庄
内
の
葦
は
奥
嶋
庄
が
排
他
的
に
独
占
し
て
お
り
、

　

火
入
れ
に
よ
る
管
理
栽
培
が
一
部
で
は
進
展
し
て
い
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

③
戦
国
末
期
の
安
治
村
は
隣
接
村
落
と
の
間
に
葦
場
を
め
ぐ
る
境
相
論
を
展
開
す
る

　

中
で
、
実
力
に
基
づ
き
葦
場
を
「
当
知
行
」
し
て
い
た
。
そ
の
「
村
の
当
知
行
」

　

の
基
礎
に
は
村
と
し
て
の
共
同
し
た
葦
場
管
理
が
火
入
れ
や
苅
り
取
り
労
働
な
ど

　

が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
当
知
行
は
Y
・
葦
両
用
の
場
で
あ
っ
た
葦
場
を
葦
専

　

用
の
区
画
に
変
更
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
個
別
村
落
に
よ
る
排
他

　

的
用
益
が
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
隣
接
村
落
と
の
境
相
論
を
恒
常
化
さ
せ
る
が
、

　

在
地
に
は
調
停
す
る
中
間
団
体
が
形
成
さ
れ
、
葦
場
の
排
他
的
知
行
を
限
定
化
す

　

る
方
向
で
処
理
す
る
（
葦
専
用
区
画
の
限
定
、
入
り
会
い
化
な
ど
）。
こ
の
段
階

　

の
村
は
住
人
で
構
成
さ
れ
な
が
ら
も
「
葦
掟
」
な
ど
は
「
衆
中
」
が
制
定
主
体
で

　

あ
る
。
こ
の
「
衆
中
」
は
葦
場
用
益
の
特
権
を
保
持
す
る
階
層
と
見
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
菱
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
。

④
菱
は
万
葉
以
来
の
文
献
に
見
え
て
、
菓
子
の
原
料
で
あ
っ
た
。
平
安
か
ら
室
町
ま

　

で
、
中
央
で
は
お
も
に
菓
子
と
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

⑤
地
方
・
在
地
で
は
、
文
献
に
表
れ
る
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
平
安
期
の
武
蔵
国

　

大
里
郡
で
は
食
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
粥
や
団
子

　

に
し
て
食
さ
れ
て
、
農
夫
の
食
料
に
適
し
て
お
り
、
ま
た
飢
饉
時
を
救
う
食
料
と

　

し
て
利
用
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
は
体
力
の
な
い
者
に
は
適
さ
な
い
か
。

⑥
菱
は
沼
地
に
自
然
生
的
に
生
育
し
た
も
の
を
収
穫
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、

　

い
く
つ
か
の
点
で
栽
培
・
収
穫
に
工
夫
が
あ
っ
た
。
種
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
確

　

認
で
き
る
の
で
、
栽
培
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
摂
津
三
ヶ
村
で
は
収

　

穫
に
池
・
沼
底
を
浚
う
に
、
独
自
の
道
具
（
板
製
の
ハ
サ
ミ
）
を
案
出
し
て
お
り
、

　

人
工
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
村
と
し
て
用
益
し
て
い
る
。
こ
の

　

よ
う
な
菱
収
穫
は
湿
地
で
の
多
様
な
生
物
を
獲
得
す
る
一
つ
で
あ
り
、
菱
収
穫
が

　

生
活
を
支
え
る
程
に
展
開
す
る
に
は
大
坂
な
ど
で
の
都
市
需
要
の
増
加
が
必
要
で
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あ
り
、
村
で
は
そ
れ
に
答
え
る
た
め
の
規
制
も
行
わ
れ
た
。

⑦
た
だ
菱
を
専
門
的
に
栽
培
す
る
区
画
造
成
に
は
至
ら
ず
、
耕
作
農
業
で
は
な
か
っ

　

た
。
種
を
管
理
し
、
お
そ
ら
く
は
他
の
雑
草
を
駆
除
す
る
程
度
の
、
半
栽
培
農
業

　

の
段
階
に
あ
っ
た
、
と
思
う
。
た
だ
こ
の
半
栽
培
と
し
て
の
あ
り
方
も
、
近
く
に

　

都
市
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば　

一
層
自
然
的
な
状
態
に
も
ど
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　　

以
上
が
葦
・
菱
を
事
例
に
し
た
、
湿
地
で
の
自
然
利
用
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、

葦
・
菱
と
も
に
一
部
で
は
、
開
放
的
な
利
用
か
ら
個
別
村
落
の
独
占
的
排
他
的
用
益

に
移
行
し
て
行
く
方
向
が
認
め
ら
れ
る
。
村
の
当
知
行
の
方
向
で
あ
る
が
、
そ
の
基

礎
過
程
に
は
そ
の
区
画
を
葦
・
菱
利
用
に
特
化
す
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
り
、

従
来
の
多
様
な
用
益
は
損
な
わ
れ
る
の
で
あ

�
そ
の
た
め
村
落
間
相
論
が
頻
発
す

る
が
、
在
地
に
は
仲
裁
機
関
が
で
き
て
調
整
に
あ
た
る
。
そ
の
仲
裁
方
向
は
特
定
村

落
に
よ
る
排
他
的
用
益
に
つ
い
て
は
範
囲
・
場
所
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

菱
に
つ
い
て
は
、
京
で
は
室
町
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
地
方
か
ら
菓
子
と
し
て
上

納
さ
れ
た
も
の
が
贈
答
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
地
方
で
は
武
蔵
大
里
郡
の
よ
う
に
沼

地
・
池
な
ど
で
計
画
的
に
栽
培
・
採
集
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
江
戸
時
代
に

な
る
と
、
農
民
の
農
繁
期
の
補
助
食
と
し
て
、
ダ
ン
ゴ
に
し
て
利
用
さ
れ
る
事
例
が

お
お
く
な
り
、
都
市
に
売
り
出
す
こ
と
も
見
ら
れ
た
。

　

葦
に
し
て
も
菱
に
し
て
も
、
自
ら
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
を
支
え
る
仕
事
に

す
る
た
め
に
は
、
外
部
の
需
要
が
必
要
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
ま
で
は
京
の
需
要
に

支
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
京
・
大
坂
な
ど
広
範
な
需
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
葦
・

菱
の
社
会
的
需
要
で
あ
る
が
、
琵
琶
湖
沿
岸
葦
は
そ
れ
に
こ
た
え
る
た
め
に
葦
専
用

の
区
画
を
作
り
出
し
た
が
、
菱
の
場
合
に
は
菱
場
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
菱
の
需
要
は
そ
の
程
度
で
あ
っ
た
）。
そ
の
た
め
菱
場
相
論
は
発
生
し
な
か
っ
た

が
、
琵
琶
湖
沿
岸
で
の
葦
場
相
論
は
多
く
、
村
落
間
の
境
界
相
論
と
な
っ
て
い
�

（　

）
３９る
。

（　

）
４０る
。

　

田
・
畠
は
そ
の
区
画
を
稲
・
麦
な
ど
の
生
産
に
特
化
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い

る
が
（
田
は
冬
の
間
に
は
自
然
状
態
に
か
え
る
が
）、
特
化
し
た
区
画
が
特
定
の

村
・
農
民
の
分
割
所
有
と
な
る
。
こ
こ
で
の
生
産
力
発
展
は
一
層
の
特
化
と
分
業
を

展
開
さ
せ
る
方
向
と
な
る
が
、
そ
の
生
産
力
発
展
は
地
域
の
自
然
状
態
全
体
の
保
全

の
観
点
か
ら
も
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
湿
田
・「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
が

田
と
自
然
と
の
両
用
を
保
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る

�
水
田
区
画
地
の
非
水
田

用
益
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ
�

〔
追
記
〕

　

近
年
琵
琶
湖
岸
地
帯
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
環
境
史
研
究
が
展
開
し
、
水
野
章
二

『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）・
佐
野
静
代
『
中

近
世
の
村
落
と
水
辺
の
環
境
史
』（
同
、
同
年
）・
橋
本
道
範
「
日
本
中
世
に
お
け
る

水
辺
の
環
境
と
生
業
」（『
史
林
』
九
二
巻
一
号
、
同
年
）
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
が

提
起
・
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。　

水
辺
地
帯
に
お
け
る
環
境
と
社
会
の
全
体
を
議
論

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
橋
本
は
市
場
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
環
境
史
で

も
市
場
（
都
市
）
の
問
題
を
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
葦
・
菱
の
採
取
が
生

活
の
支
え
と
な
る
に
は
都
市
で
の
需
要
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
本
稿
で
も
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
た
だ
都
市
需
要
の
変
動
性
・
不
安
定
性
の
問
題
も
あ
る
。
今
後
の
議

論
に
注
目
し
た
い
。
な
お
本
稿
は
二
〇
〇
九
年
二
月
に
成
稿
し
、
同
三
月
に
送
信
し

た
。

　
�
　（

１
）　

稲
垣
泰
彦
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
第
一
部
第
五
「
中
世
の
農
業
経
営
と
収
取
形
態
」（
一

九
八
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
初
出
一
九
七
五
年
）
な
ど
。
た
だ
二
毛
作
を
生
産
力
発
展

の
問
題
と
し
て
実
態
的
解
明
を
進
め
て
き
た
木
村
茂
光
も
最
近
は
畠
作
史
と
生
業
論
と
の
接

触
を
図
っ
て
い
る
（「
畠
作
史
か
ら
見
た
生
業
論
」、
国
立
歴
史
民
俗
博
、
物
館
編
『
生
業
か

ら
見
る
日
本
史
』、
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
２
）　

藤
木
久
志
『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
』（
二
〇
〇
七
年
、
高
志
書
店
）
な
ど
。

（
３
）　

平
安
後
期
の
温
暖
化
が
云
々
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
期
東
国
で
は
寒
冷
化
の
傾

（　

）
４１が
、

（　

）
４２る
。

註

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志
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向
が
見
え
て
、
水
田
二
毛
作
普
及
は
一
般
化
で
き
な
い
。
水
田
二
毛
作
は
一
時
的
・
地
域
的
限

定
で
展
開
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
山
本
隆
志
「
荘
園
制
下
の
生
産
と
分
業
」（
永
原
慶

二
他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
３
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
４
）　

湿
地
が
植
物
多
様
性
の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
鷲
谷
い
ず
み
編
『
地
域
と
環
境
が
甦
る

　

水
田
再
生
』（
二
〇
〇
六
年
、
家
の
光
協
会
）
所
収
の
論
考
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

註
（
３
）
山
本
隆
志
「
荘
園
制
下
の
生
産
と
分
業
」
参
照
。

（
６
）　

春
田
直
紀
「
生
業
論
の
登
場
と
歴
史
学
│
日
本
中
世
・
近
世
史
の
場
合
│
」（
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
編
『
生
業
か
ら
見
る
日
本
史
』
所
収
、
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
は
日
本
史

学
に
お
け
る
「
生
業
」
概
念
が
ど
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
し
つ
つ
、
地
域
の

自
然
条
件
を
生
活
資
料
と
し
て
獲
得
す
る
活
動
を
「
生
業
」
と
概
念
化
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
る
。
田
・
畠
の
農
業
史
だ
け
で
な
く
、
地
域
に
お
け
る
生
活
史
全
体
を
自
然
条
件
獲
得
と

し
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
の
新
た
な
広
が
り
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
木

村
茂
光
編
『
雑
穀
畑
作
農
耕
論
の
地
平
』（
二
〇
〇
三
年
、
青
木
書
店
）
の
「
総
論
雑
穀
の
思

想
」
は
畠
作
史
研
究
か
ら
雑
穀
研
究
に
踏
み
だ
し
、
新
た
な
分
野
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
。

ま
た
同
「
畠
作
史
か
ら
見
た
生
業
論
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
生
業
か
ら
見
る
日
本

史
』（
二
〇
〇
八
年
、
青
木
書
店
）
は
生
業
史
と
の
接
合
も
意
図
し
て
い
る
。
こ
れ
も
米
麦
農

業
だ
け
で
は
な
い
広
い
農
業
・
生
業
を
考
え
る
方
向
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
物
と
し
て
の

雑
穀
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。

（
７
）　

春
田
直
紀
「
中
世
の
海
村
と
山
村
」（『
日
本
史
研
究
』
三
八
六
号
・
三
九
二
号
、
一
九
九
四

年
・
一
九
九
五
年
）

（
８
）　

畑
井
弘
『
守
護
領
固
体
制
の
研
究
』
第
二
章
「
山
野
湖
水
の
用
益
と
村
落
共
同
体
」（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）

（
９
）　

藤
木
久
志
「
村
の
当
知
行
」・「
村
の
世
直
」（
と
も
に
『
村
と
領
主
の
戦
国
世
界
』
所
収
、

一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）。
山
野
河
海
地
帯
の
管
理
・
存
続
を
村
・
住
人
の
側
で
解

決
す
る
枠
組
み
を
作
ろ
う
と
す
る
提
言
で
あ
ろ
う
。
ま
た
藤
木
の
村
落
論
は
社
会
経
済
史
的

な
村
落
共
同
体
論
の
枠
組
み
を
拒
否
し
て
、
村
落
を
飢
饉
・
戦
乱
に
自
力
で
立
ち
向
か
う
政
治

的
村
落
と
し
て
立
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
積
極
性
が
あ
る
。

（　

）　

ク
ワ
エ
は
江
戸
時
代
に
は
食
料
と
し
て
見
え
、
摂
津
吹
田
の
名
物
と
な
っ
て
い
る
。
阪
本

１０

寧
男
「
半
栽
培
を
め
ぐ
る
直
物
と
人
間
の
共
生
関
係
」（
福
井
勝
義
編
『
講
座
地
球
に
生
き
る

４　

自
然
と
人
間
の
共
生
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）、『
吹
田
市
史
第
二
巻
』
第
一
章

第
三
節
（
吹
田
市
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

（　

）　
「
大
和
物
語
」
の
現
存
本
は
二
次
三
次
の
増
補
が
見
ら
れ
、
百
四
十
八
段
に
も
後
人
の
注
記

１１

が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』

「
大
和
物
語
解
説
」）。
葭
苅
り
の
場
面
の
叙
述
も
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
葦

苅
り
描
写
に
具
体
性
が
な
い
こ
と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
謡
曲
葭
苅
」
で
は
難
波
浦
の

葦
は
そ
こ
の
市
で
売
買
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
鎌
倉
後
期
以
降
の
難
波
浦
で
の
流
通
の
進

展
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（　

）　

網
野
善
彦
「
西
の
京
と
北
野
社
」（『
学
習
院
史
学
』
二
八
号
、
一
九
九
〇
年
）

１２
（　

）　

大
村
拓
生
『
中
世
京
都
首
都
論
』
第
二
部
第
二
章
「
淀
と
淀
川
交
通
」（
吉
川
弘
文
館
、
二

１３

〇
〇
六
年
）

（　

）　
『
平
安
遺
文
』
所
収
古
文
書
か
ら
「
葦
」
関
連
の
項
目
を
検
索
す
る
と
、「
葦
原
」
等
の
一

１４

般
呼
称
が
多
い
な
か
で
、
康
平
四
年
の
丹
波
国
大
山
庄
坪
付
帳
（
第
三
巻
九
七
〇
号
）
の
一

条
四
狛
子
里
の
八
坪
に
「
船
葦
買
田
五
段
」、
十
七
坪
に
「
船
葦
置
田
七
段
」、
十
八
坪
に

「
船
葦
置
田
東
圭
六
段
」
が
注
目
さ
れ
る
が
、
水
野
章
二
「
平
安
期
の
開
発
と
領
域
支
配
」

（
大
山
喬
平
編
『
中
世
荘
園
の
世
界
東
寺
領
丹
波
国
大
山
荘
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

六
年
）
の
条
里
復
元
に
よ
れ
ば
こ
の
三
坪
は
隣
接
し
山
裾
の
湿
田
地
帯
に
位
置
す
る
か
ら
、

こ
こ
で
も
葦
が
繁
茂
し
、
採
集
・
売
買
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
大
山
庄
で
も
葦
が

表
面
化
す
る
の
は
こ
の
年
だ
け
で
あ
る
。

（　

）　

浦
佐
毘
沙
門
堂
の
裸
押
合
い
祭
り
に
お
け
る
「
ね
こ
（
む
し
ろ
）」
敷
き
に
つ
い
て
は
『
新

１５

潟
県
文
化
財
調
査
報
告
第　

南
魚
沼
』（
新
潟
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
七
年
）・『
無
形
の
民

１５

俗
文
化
財
記
録
第
８
集
新
潟
県
の
若
者
組
』（
同
、
一
九
八
三
年
）
に
指
摘
が
あ
り
、
最
近
刊

行
さ
れ
た
『
新
潟
県
浦
佐
毘
沙
門
堂
裸
押
合
の
習
俗
』（
二
〇
〇
九
年
、
南
魚
沼
市
教
育
委
員

会
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
の
「
山
古
志
ふ
た
た
び
展
」（
平
成

　

年
６
月　

日
〜
８
月
３
日
）
で
は
冬
期
の
牛
小
屋
を
暖
め
る
道
具
と
し
て
「
ね
こ
」
が
展

２０

２１

示
さ
れ
た
、
と
い
う
。
新
潟
県
に
お
け
る
「
ね
こ
」「
ね
こ
か
き
」
に
か
ん
し
て
は
中
野
泰

（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）・
門
口
実
代
（
同
大
学
院
生
）
か
ら
情
報
を
得
た
。

（　

）　

橋
本
道
範
「
近
江
国
野
洲
郡
兵
主
郷
と
安
治
村
」（
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
編
『
琵
琶
湖

１６

博
物
館
研
究
調
査
報
告　

号　

琵
琶
湖
集
水
域
に
お
け
る
中
世
村
落
確
立
過
程
の
研
究
』、
二

２１

〇
〇
四
年
）
は
「
は
や
し
お
く
」
を
保
全
す
る
、
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
は
高
木
徳
郎

「
中
世
に
お
け
る
環
境
管
理
と
惣
村
の
成
立
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
八
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）

を
受
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
高
木
が
史
料
的
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
『
国
域
寺
文
書
』
一

三
四
号
の
「
林
（
は
や
す
）」
は
「
茂
（
し
げ
ら
す
）」（
同
二
六
八
号
付
二
）
と
同
義
で
あ
り
、

そ
れ
は
京
都
の
柴
木
需
要
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
保
全
す
る
（
維
持
す
る
）
と
の
解
釈

は
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（　

）　
『
近
江
八
幡
の
歴
史　

第
二
巻
』「
二　

近
州
葭
の
恵
み
」（
近
江
八
幡
市
、
二
〇
〇
六
年
）、

１７

西
川
嘉
廣
『
ヨ
シ
の
文
化
史
』「
第
一
章
ヨ
シ
の
産
地
円
山
」（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇

二
年
）

（　

）　
『
角
川
日
本
地
名
辞
典
滋
賀
県
』
に
よ
れ
ば
、
瓶
割
山
の
西
麓
を
「
岩
倉
山
」
と
い
い
、
そ

１８

の
山
麓
に
「
岩
倉
村
」
が
近
世
に
は
存
在
し
た
。
現
在
は
近
江
八
幡
市
に
属
す
。
丘
陵
窪
地

の
沢
が
琵
琶
湖
に
ま
で
続
く
地
帯
が
想
像
で
き
、
そ
こ
で
生
育
し
て
い
る
葦
で
あ
ろ
う
。

（　

）　
「
半
栽
培
」
概
念
は
人
類
学
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
阪
本
寧
男
「
半
栽
培
を
め
ぐ
る
直
物
と

１９

人
間
の
共
生
関
係
」（
前
掲
）
参
照
。
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（　

）　

橋
本
道
範
（　

）
論
文

２０

１６

（　

）　

宮
島
敬
一
「
魅
惑
の
「
い
ろ
� 
�
帳
」」（
中
主
町
教
育
委
員
会
編
『
近
江
国
野
洲
郡
安
治
区

２１

有
文
書
目
録　

戦
国
・
近
江
の
湖
の
村
の
素
顔
』
所
収
、
一
九
九
五
年
）

（　

）　

藤
木
（
９
）
論
文
は
こ
れ
を
「
ナ
ワ
バ
リ
」
と
言
っ
て
、
通
常
の
土
地
所
有
と
区
別
し
、

２２

実
力
行
使
を
と
も
な
っ
た
用
益
事
実
に
基
づ
く
占
有
（
当
知
行
）
と
概
念
化
し
て
い
る
。

（　

）　

埴
岡
真
弓
「
兵
主
神
社
文
書
解
題
」（
中
主
町
教
育
委
員
会
編
『
中
主
町
古
文
書
目
録
社
寺

２３

編
一
』
所
収
、
平
成
元
年
）

（　

）　

安
治
区
有
文
書
。
原
本
実
見
は
で
き
て
い
な
い
が
、
写
真
に
よ
れ
ば
、
２
紙
の
継
紙
。
縦

２４

二
一
・
一
㎝
、
横
六
〇
・
二
㎝
。
筆
は
勢
い
が
あ
り
、
正
文
に
近
い
。
同
時
代
の
案
文
と
み
ら

れ
る
。
写
真
閲
覧
は
野
洲
市
歴
史
民
俗
博
物
館
の
写
真
帳
に
よ
る
。
ま
た
安
治
区
有
文
書
や

琵
琶
湖
ア
シ
に
つ
い
て
、
同
館
学
芸
員
行
俊
勉
か
ら
教
示
を
得
た
。

（　

）　

こ
の
村
と
し
て
の
知
行
と
、
褒
美
や
制
裁
を
規
定
す
る
「
衆
中
」（「
惣
中
」）
と
は
、
ど
の

２５

よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
藤
木
久
志
は
村
人
全
体
が
「
衆
中
」
に
入
れ
る
の
で
は
な
い
が

「
衆
中
」
は
褒
美
な
ど
を
媒
介
に
村
人
を
包
摂
し
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
私
も
「
衆

中
」
は
村
人
と
同
一
で
は
な
く
、
村
人
の
な
か
の
葦
場
用
益
権
を
持
つ
者
が
構
成
す
る
の
が

「
衆
中
」
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く
前
代
か
ら
の
兵
主
神
社
氏
子
と
連
な
る
側
面
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。「
衆
中
」
は
村
と
い
う
単
位
の
村
落
に
成
立
し
た
団
体
的
性
格
の
強
い
集
団
で
あ
り
、

村
は
こ
の
「
衆
中
」
に
総
括
さ
れ
て
存
立
し
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
「
衆
中
」
は
法
・
軍
事
力
も
備
え
て
お
り
、「
国
家
的
村
落
」
と
概
念
化
す
る

論
者
も
い
る
が
（
蔵
持
重
裕
『
中
世
村
落
の
形
成
と
村
社
会
』、
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
七
年
）、

本
稿
は
葦
・
葦
場
と
か
か
わ
る
限
り
で
村
落
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
は

踏
み
込
ま
な
い
。
た
だ
村
に
は
、
村
居
住
と
い
う
居
住
を
契
機
と
す
る
共
同
性
と
、
葦
場
用

益
権
を
紐
帯
と
す
る
共
同
性
と
が
併
存
し
て
い
る
。
村
を
成
立
さ
せ
る
要
件
が
二
つ
あ
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
一
方
の
要
件
に
引
き
寄
せ
て
論
理
化
す
る
傾
向
が
従
来
の
研
究
に
は
窺
え

る
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（　

）　

横
幅
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

２６
　
　

第
一
紙
…
四
五
・
六　

第
二
紙
…
四
五
・
〇　

第
三
紙
…
四
五
・
四　

第
四
紙
…
四
五
・
九

　
　

第
五
紙
…
三
六
・
〇　

第
六
紙
…
九
・
四　
　

第
七
紙
…
三
九
・
四　

第
八
紙
…
六
・
四

　
　

第
九
紙
…
三
八
・
三　

第
十
紙
…
三
八
・
八　

第
十
一
紙
…
三
・
六　

第
十
二
紙
…
四
七
・
一

　
　

第
十
三
紙
…
四
五
・
四　

第
十
四
紙
…
四
六
・
六　

第
十
五
紙
…
三
〇
・
三

（　

）　

鹿
内
浩
胤
「
九
条
家
本
『
延
喜
式
』
覚
書
」（『
書
陵
部
紀
要
第
五
二
号
』、
二
〇
〇
〇
年
）。

２７

)

た
だ
し
鹿
内
は
森
田
悌
（
後
掲 
の
研
究
を
ひ
き
、
九
〜
十
世
紀
の
作
成
と
い
う
判
断
に
賛
成

し
て
い
る
。

（　

）　

わ
ず
か
な
も
の
は
除
き
、
内
容
理
解
に
変
更
が
生
ま
れ
そ
う
な
も
の
だ
け
を
指
摘
し
て
お

２８

き
た
い
。
冒
頭
（『
平
安
遺
文
』
三
五
四
一
頁
）
の
□
（
三
十
）
坪
の
割
書
の
う
ち
「
四
段
三

百
歩
」
は
「
菱
」
の
直
下
に
つ
け
る
。
三
田
作
所
里
（
三
五
四
二
頁
上
段
）
十
四
坪
の
「
菱

一
段
百
歩
」
は
「
菱
一
段
百
二
十
歩
」。
二
十
二
坪
の
「
菱
一
段
二
百
十
歩
」
は
「
菱
一
段
二

百
□
（
三
十
）
歩
」。
□
（
三
十
）
五
坪
の
「
菱
五
段
二
百
」
は
「
菱
五
段
二
百
□
（
三
十
）

歩
公
」。
五
箭
田
里
（
三
五
四
三
頁
上
段
）
の
四
坪
の
「
菱
田
」
は
「
乗
田
」。「
五
條
領
壹
町

肆
段
伍
拾
伍
歩
」
は
「
五
條
佰
壹
町
肆
段
伍
拾
伍
歩
」。
こ
の
下
に
見
え
る
「
□
（
逃
）
去
」

と
「
菱
」
の
字
は
書
体
は
記
載
字
に
近
い
が
異
常
に
大
き
く
、
傾
い
て
い
る
。
二
郡
家
里
二

十
八
坪
（
三
五
四
四
頁
）
の
「
公
」
は
「
菱
」。
五
□
□
里
の
十
九
坪
（
三
五
四
六
頁
上
）

「
六
十
歩
公
」
は
「
七
十
歩
公
」。
六
條
一
□
□
麻
里
の
廿
六
坪
「
一
段
廿
六
歩
公
」
は
「
一

段
十
六
歩
公
」。
二
楊
井
里
（
三
五
四
七
頁
上
）
の
「
廿
二
坪
」
は
「
廿
三
坪
」。
四
新
□
里

十
七
坪
の
「
九
段
三
百
□
（
三
十
）
歩
〈
公
〉」
は
「
九
段
三
百
廿
歩
〈
公
〉」。
四
新
□
里
□

（
三
十
）
五
坪
「
菱
二
百
□
（
三
十
）
歩
」
の
左
脇
に
「
公
」
あ
り
。
六
三
鵞
里
三
十
三
坪
の

「
九
段
二
百
□
（
四
十
）
歩
」
の
下
に
「
公
」。
七
隴
里
三
十
六
坪
の
「
□
段
二
百
□
（
四
十
）

歩
公
」
の
少
し
下
に
○
を
付
け
そ
こ
か
ら
線
を
第
三
罫
線
上
ま
で
ひ
い
て
「
□
公
徒
□
□
職

制
律
使
条
物
主
経
典
□
□
如
言
使
及
主
典
耳
」
の
文
字
を
二
行
で
書
く
。
文
字
の
大
き
さ
は

坪
付
け
と
ぼ
ぼ
同
じ
。
八
楊
師
里
の
廿
五
坪
と
廿
八
坪
と
の
間
に
「
廿
六
坪
一
町
〈
公
〉」

「
廿
七
坪
一
町
〈
公
〉」
を
補
う
。
九
新
野
里
廿
坪
の
「
一
段
」
は
「
二
段
」。
五
染
田
里
廿
一

坪
の
「
五
段
二
百
歩
」
は
「
五
段
二
百
歩
〈
公
〉」。
七
柱
田
里
の
二
坪
「
一
町
〈
様
田
庄

田
〉」
の
様
は
椛
ヵ
。
八
幢
田
里
の
「
参
拾
伍
町
弐
佰
玖
歩
」
は
「
参
拾
参
町
弐
佰
玖
歩
」。

（　

）　

鈴
木
哲
雄
『
中
世
日
本
の
開
発
と
百
姓
』（
二
〇
〇
一
年
、
岩
田
書
店
）「
第
二
章
武
蔵
国

２９

熊
谷
郷
に
お
け
る
領
主
と
農
民
」（
初
出
一
九
八
〇
年
）

（　

）　

森
田
悌
『
日
本
古
代
の
耕
地
と
農
民
』（
一
九
八
六
年
、
第
一
書
房
）「
第
一
章
武
蔵
国
大

３０

里
郡
条
里
に
つ
い
て
」（
初
出
一
九
八
三
年
）

（　

）　
『
小
右
記
』
治
安
三
年
十
二
月
一
日
条
、
万
寿
元
年
十
二
月
二
日
条
。『
埼
玉
県
史
資
料
編

３１

４
古
代
２
』
参
照
。

（　

）　
『
新
編
埼
玉
県
史
通
史
編
古
代
』
で
も
森
田
論
文
の
条
里
復
元
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。

３２
（　

）　
『
本
朝
食
鑑
１
』（
東
洋
文
庫
）「
解
説
」

３３
（　

）　
「
本
草
綱
目
啓
蒙
」
は
影
印
本
が
杉
本
つ
と
む
編
著
『
小
野
蘭
山　

本
草
綱
目
啓
蒙　

本

３４

文
・
研
究
・
索
引
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

杉
本
つ
と
む
「
小
野
蘭
山
―
そ
の
人
と
学
問
―
」（
杉
本
つ
と
む
編
著
『
小
野
蘭
山　

本
草

３５

綱
目
啓
蒙　

本
文
・
研
究
・
索
引
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
年
）
所
収

（　

）　
『
古
事
類
苑
』
に
よ
る
。

３６
（　

）　

古
島
俊
雄
「『
百
姓
伝
記
』
に
つ
い
て
」（
岩
波
文
庫
『
百
姓
伝
記
下
』
所
収
）

３７
（　

）　

一
九
五
〇
年
代
の
岩
手
県
農
村
の
食
生
活
を
調
査
し
た
鷹
觜
テ
ル
・
後
藤
和
子
「
食
慣
行
の

３８

生
態
調
査
（
其
の
一
）」（
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
五
│
一
、
一
九
五
三
年
）
は
、
農

繁
期
の
食
事
が
白
米
に
偏
っ
て
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
類
の
補
充
が
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が

ら
、
同
地
域
の
近
世
末
期
の
農
事
食
に
は
草
餅
・
粟
餅
等
に
よ
る
ビ
タ
ミ
ン
・
無
機
質
が
充
分

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
菱
ダ
ン
ゴ
も
こ
の
よ
う
な
食
物
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。

［湿地における荘園・村落と「生業」］……山本隆志
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（　

）　

天
保
年
間
に
お
け
る
琵
琶
湖
東
岸
安
治
村
と
隣
接
野
田
村
と
の
境
界
相
論
を
検
討
し
た
水

３９

本
邦
彦
「
安
治
の
湖
岸
景
観
史
」（
前
掲
中
主
町
教
育
委
員
会
編
『
近
江
国
野
洲
郡
安
治
区
有

文
書
目
録
戦
国
・
近
江
の
湖
の
村
の
素
顔
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
両
村
境
に
野
田
村
が
Y
周
囲

に
竹
垣
を
囲
う
工
事
を
し
た
が
、
こ
れ
が
安
治
村
の
「
田
地
着
船
」
の
妨
害
に
な
る
と
い
う

新
た
な
争
点
を
生
ん
だ
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
当
該
地
で
の
漁
業
活
動
の
活
発
化

を
背
景
に
し
て
い
る
、
と
い
う
。
両
村
境
を
漁
業
（
Y
）
用
益
に
特
化
し
よ
う
と
す
る
野
田

村
側
の
動
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
相
論
を
新
た
な
段
階
に
引
き
上
げ
て
い
る
。
同
論
文
に
よ
れ

ば
、
安
治
村
と
隣
接
須
原
村
と
の
天
明
年
間
相
論
で
は
蘆
（
葦
）・
Y
な
ど
が
争
点
と
な
っ
て

い
る
が
、
湖
岸
に
は
①
湖
水
縁
や
入
江
の
随
所
を
覆
っ
た
蘆
地
②
蘆
地
の
間
に
形
成
さ
れ
つ

つ
あ
る
高
洲
③
各
村
田
地
か
ら
入
江
に
流
入
す
る
多
数
の
水
路
④
そ
う
し
た
水
路
の
出
口
に

設
置
さ
れ
た
多
数
の
エ
リ
、
と
い
う
景
観
が
認
め
ら
れ
、
①
・
④
が
二
大
要
素
で
あ
る
と
い
う
。

都
市
需
要
の
変
化
な
ど
時
期
に
よ
り
、
①
〜
④
の
要
素
が
重
要
に
な
る
か
変
化
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
要
素
全
体
が
個
別
要
素
も
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
多
様
な
用

益
を
実
現
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
の
植
物
・
生
物
多
様
性
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。　
　

そ
れ
が
一
つ
の
要
素
に
特
化
さ
れ
る
方
向
に
な
る
と
、
多
様
な
用
益
は
損
な
わ
れ
、
相
論
が

頻
発
す
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
江
戸
時
代
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
南
北
朝
以
降
に
い

つ
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
琵
琶
湖
岸
の
エ
リ
漁
・
水
田
農
業
の

複
合
構
造
に
つ
い
て
は
安
室
知
『
水
田
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
』（
慶
友
社
、
一
九
九
八

年
）
が
論
じ
て
い
る
。

（　

）　

琵
琶
湖
岸
安
治
村
と
隣
接
す
る
野
田
村
・
須
原
村
と
の
相
論
に
つ
い
て
は
水
本
邦
彦
「
安
治

４０

の
湖
岸
景
観
史
」（
前
掲
）
参
照
。

（　

）　
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
の
自
然
史
的
・
環
境
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
鷲
谷
い
ず
み
編
『
地
域

４１

と
環
境
が
甦
る
水
田
再
生
』（
家
の
光
協
会
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
の
岩
淵
成
紀
「
ラ
ム
サ
ー

ル
条
約
湿
地
「
蕪
栗
沼
・
周
辺
水
田
」
の
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」・
伊
藤
豊
彰
「
人
と
自
然
に
や

さ
し
い
米
づ
く
り
を
支
え
る
田
ん
ぼ
の
土
壌
」
参
照
。

（　

）　

戸
田
芳
実
「
中
世
農
業
の
一
特
質
」（『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』
所
収
、
岩
波
書
店
、

４２

一
九
六
七
年
）
が
提
起
し
て
久
し
い
「
片
荒
」
な
ど
も
新
た
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
望
ま
れ

る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）
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Although the livelihood of farmers who lived on shoen (medieval manors/plantations) and in villages was 

based on the cultivation of arable land, that was not all they did. They also met their needs by using nature in ar-

eas that included shoen and villages in a near-natural state. When studying this usufructuary utilization of local 

nature by conceptualizing it as an “occupation” from a historical perspective, it is difficult to obtain a clear picture 

only from the period classified as“medieval history.”Using reeds and water chestnuts as examples, this paper 

makes a study based on historical materials dating from the Heian period through to the early Edo period. In 

Namba Bay, the reaping of reeds that were one form of vegetation found along the shoreline became popular 

from the Heian period, and though it increased in relation to urban demand, no exclusive areas were established 

for the use of individual shoen or villages. Although the usufructuary utilization of the shores of Lake Biwa was al-

lowed from the Kamakura period, during the Namboku period these shores were incorporated into shoen, and 

peasants from the Okushima-sho estate established their own exclusive reed fields in opposition to the head of 

the estate. By the Sengoku period, the securing of exclusive reed fields for villages had become common. Al-

though this meant that they renounced a variety of other resources, including boat transportation and fishing, vil-

lages and hamlets put up a strong case for the use of diverse resources, with the result that disputes and 

arbitration became a routine occurrence. In some cases it became a matter of relying on the authority of the feu-

dal lord. Although there is evidence of the use of water chestnuts from the Nara and Heian period, in the latter 

half of the Heian period they were cultivated deliberately by inhabitants in flood lands, as seen in the example of 

Osato-gun in Musashi, and were meant for use as food to stave off starvation. In the Sengoku through to the Edo 

periods, water chestnuts were cultivated as commercial crops in wetlands in Owari and Settsu in anticipation of 

demand from urban centers, although fields were not established for the exclusive cultivation of this resource. 

Both reeds and water chestnuts were used as resources along coastal wetlands and beside lakes, and they were 

simply two of the diverse products found in these wetlands. There was local opposition to the establishment of ar-

eas specializing in reed fields, and though reed fields were established they were limited amid local disputes and 

arbitration. There was very little inclination to restrict the use of wetlands to a specific resource, and we may con-

clude that diverse players and forms of resources evolved and were maintained amidst disputes and arbitration.
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